
砂

東
坪
史
研
完
作
１
１

鍼

　

勒

　

の

　
　

一

　
　

考

　

察

鏡岩

昭
和
十
五
年
二
月
狸
行

小

野

　

川

　

秀

　

美

鍼
勒
は
Ｈ
ｅ
″
の
昔
隙
に
富

一や

突
獣
ぽ
蒙
古
語
に
於
け
る
Ｈ
會
″
の
複
数
形
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
ｉ
ｉ
ｔ
を
寫
１
　
た
の
で
あ

い
Ｊ
)

と
説
か
れ
て

　

１
　 　

ゐ
る
。
然
し
草
数
複
数
の
差
異
は
あ
れ
、
餓
勒
・
突
販
共
に
ざ
み
に
由
来
す
る
名
柳
た
る
こ
と
に
は
使
り
な
い
。
オ
ル
ホ
″
碑

文
及
び
Ｈ
　
I
I
　
-
＾
Ｖ
碑
文
に
依
っ
て
ド
ル
ら
民
族
自
身
の
稀
呼
を
論
す
る
と
、
T
i
i
i
l
c
は
突
願
で
も
東
突
獣
を
指
す
名
搦
に
し
て
、
西

ヽ
突
無
は
○
ロ
ｏ
ぶ
と
呼
ば
れ
、
漠
北
に
於
け
る
躍
勒
九
部
の
聯
合
醍
九
姓
痘
勒
は
１
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｕ
ｒ
ｕ
ｚ
に
営
り
、
別
に
ｂ
ａ
ｑ
i
ｚ
　
Ｕ
ｒ
ｕ
ｚ
｡

A
l
ｔ
l
　
　
＼
Ｊ
ｆ
Ｕ
Ｚ
恐
ら
く
八
姓
蹴
勒
こ
ハ
姓
鐙
勒
と
名
付
く
べ
き
も
の
も
見
え
る
。
、
｝
。
苛
″
は
ト
ル
Ｊ
民
族
ｐ
總
稀
と
し
て
■
：
ａ
は
な
く
、

東
突
願
の
猫
占
す
る
名
稀
と
な
り
、
西
突
獣
並
に
餓
勒
諸
部
の
聯
合
醒
は
そ
れ
ぐ
別
個
の
名
栃
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
。
注
意

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
突
獣
が
〇
ｎ
Ｕ
ｑ
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
十
箭
に
分
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
新
唐
書
西
突
無
傅

に

　
　

可
汗
分
其
國
１
　
１
　
那
、
部
以
一
人
統
之
、
人
授
一
箭
、
貌
十
設
、
亦
曰
十
箭



９

　

と
見
え
、
之
は
沙
鉢
羅
哩
利
失
可
汗
の
治
世
、
貞
観
年
間
の
こ
と
に
し
て
、
４
　
箭
は
〇
ロ
Ｏ
ａ
の
漢
謬
に
富
る
。
西
突
蕨
を
支
那
史

　
　

料
で
ま
た
十
姓
と
云
ふ
・
の
も
、
十
箭
に
分
れ
た
こ
と
に
基
く
名
俗
に
外
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
東
西
雨
突
款
の
間
に
１
　
i
i
ｒ
ｋ
｡
　
Ｏ
ｎ
　
Ｏ
ｑ

　
　

と
云
ふ
名
辞
上
の
躍
然
た
る
派
別
が
生
じ
た
の
は
、
貞
観
年
問
以
後
と
詔
め
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
°
　
　
　
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
と
○
ｌ
ｓ
と
の

　
　

開
係
に
就
い
て
は
、
嘗
て
Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
並
に
Ｉ
Ｖ
Ｘ
ａ
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
雨
氏
に
依
っ
て
論
及
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
氏
に
抹
れ
ば
、

　
　
　

「
Ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
は
疑
も
た
く
ト
ル
Ｊ
種
族
に
し
て
’
　
Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
と
云
ふ
名
稀
を
探
用
し
た
唱
矢
で
あ
り
、
六
世
紀
に
突
蕨
國
を
建
設
し
心
。
」

　
　

或
は
「
〇
べ
ａ
は
六
世
紀
に
於
て
支
那
か
ら
黒
海
に
至
る
間
の
凡
て
の
種
族
を
一
遊
牧
國
家
に
統
合
し
た
偉
大
な
民
衆
の
名
辞
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　
　

あ
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
」
と
説
き
、
ま
た
「
突
版
碑
文
に
於
て
は
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
　
　
ｉ
§
る
語
は
人
種
的
意
味
よ
り
も
寧
ろ
政
治
的
意
味
を

　
　

持
っ
や
う
’
に
思
は
れ
‘
る
。
」

　

「
突
版
の
可
汗
及
び
そ
の
従
者
達
は
恐
ら
く
起
原
的
に
は

　

〇
Ｉ
Ｓ

　

の
民
に
鳥
し
て
ゐ

匹
」
と
述
べ
て

　
　

ゐ
る
。
ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
は
種
族
的
名
辞
に
し
て
’
　
-
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
は
〇
Ｉ
Ｓ
と
云
ふ
ト
ル
Ｊ
種
族
に
依
っ
て
建
設
さ
れ
た
遊
牧
國
家
の
名
辞
、
印

　
　

ち
政
治
的
名
辞
で
あ
る
と
云
ふ
見
解
で
あ
る
M
a
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
氏
も
「
金
山
以
西
の
地
に
於
け
る
ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
　
　
　
■
?
＃
>
･
≪
た
勿
論
五
世
紀
に
於

　
　

け
る
民
族
大
移
動
に
依
っ
て
西
方
に
押
し
や
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
地
で
嬬
嬬
の
支
配
下
に
立
っ
た
。
嬬
嬬
國
の
崩
壊
後
木
杯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　
　

④

　
　

可
汗
の
新
興
國
家
の
領
有
に
錨
し
、
Ｈ
回
″
と
云
ふ
政
治
的
名
辞
昇
開
冥
す
る
に
至
っ
た
」
と
説
い
て
’
　
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
を
政
治
的
名
辞
と

　
　

解
し
て
ゐ
る
。
か
ｘ
る
Ｔ
ｔ
i
ｒ
ｋ
と
〇
ｒ
ｕ
ｚ
と
の
開
係
に
對
す
る
ｉ
Ｓ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
｡
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
雨
氏
の
見
解
は
、
西
突
版
が
ｏ
ｌ
ｓ
に

　
　

依
っ
て
構
成
さ
れ
、
東
突
蕨
も
〇
ｌ
ｓ
の
あ
る
二
種
族
か
ら
成
立
す
る
と
云
ふ
考
へ
か
ら
導
か
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
M
a
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
氏

　
　

は
「
１
　
姓
或
は
十
箭
、
所
謂
西
突
灰
も
ま
た
（
）
ｒ
ｕ
ｚ
　
　
　
４
＾
る
名
俗
に
開
係
が
あ
る
。
然
し
本
来
の
突
蕨
即
ち
骨
咄
祗
可
汗
の
新
突

　
　

蕨
國
は
之
と
異
り
、
輦
に
Ｔ
ｏ
ｌ
ａ
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ

　

の
雨
種
族
の
み
か
ら
成
立
っ
て
ゐ
る
。
西
突
版
の
支
配
者
突
騎
施
可
汗
の
印
璽
官
は

　
　

ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
民
族
の
賢
明
な
印
璽
官
と
云
ふ
掬
琥
を
帯
び
て
ゐ
る
。
西
突
款
可
汗
は
１
　
姓
可
汗
の
辞
胱
を
帯
び
て
ゐ
Ｉ
る
。
思
ふ
に
４
　
姓
は

-
２



　
　
　

九
姓
が
、
通
常
ｉ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
（
Ｊ
ｒ
ｕ
ｚ
と
呼
ぼ
れ
る
如
く
、
〇
ロ
〇
ｌ
ｓ
と
云
は
れ
た
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
ｒ
屁
ｌ
ｌ
及
び
５
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

　
　
　

｛
ｊ
ｈ
ａ
ｚ
i
に
於
け
る
〇
i
l
　
　
U
i
ｒ
ｕ
ｒ
と
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
U
i
ｒ
ｕ
ｒ
　
　
　
A
J
i
}
＾
ふ
回
鴉
の
二
類
別
の
傅
承
右
結
局
説
明
し
得
ら
れ
る
こ
と
ｉ
た
る
」
と

　
　
　

述
べ
’
　
　
　
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｄ

　

氏
も
奎
た
・
「
西
突
威
の
４
　
姓
が
抹
っ
て
以
て
成
立
し
て
ゐ
た
Ｕ
ｒ
ｕ
ｚ
;

　

種
族
は
、
東
卜
‘
ル
ケ
ス
タ
ン
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

　
　
　

る
１
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
(
Ｊ
ｒ
ｕ
ｚ
國
及
び
b
i
ｒ
-
Ｕ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
の
（
‘
ｌ
ｓ
國
の
基
を
な
し
た
。
）
「
新
王
朝
に
於
て
は
仝
○
ｌ
ｓ
で
は
な
く
し
て
、
輩
に

　
　
　

そ
の
下
の
二
種
族
Ｈ
乞
ｒ
と
１
　
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
が
聯
結
し

お

」
と
云
ふ
。
雨
氏
が
西
突
獣
を
以
て
〇
ｒ
ｕ
ｚ
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
解
す

　
　
　

る
唯
一
の
史
料
は
、
囲
特
勤
の
葬
儀
に
突
騎
施
可
汗
の
派
遣
し
た
印
璽
官
が
帯
び
る
。
名
稀
で
あ
る
。
閥
特
勤
碑
文
（
Ｉ
Ｎ
　
１
３
）
　
　
ｋ
!

　
　
　
　
　

○
ｎ

　

（
）
ｑ
　
　
　
o
j
'
l
i
m
　
　
　
　
ｔ
i
i
ｒ
ｇ
ａ
ｓ
　
　
　
ｑ
a
j
'
ａ
ｎ
ｄ
ａ
　
　
　
m
a
ｑ
ａ
ｒ
ａ
ｃ
　
　
　
　
ｔ
a
m
＾
ａ
ｃ
ｉ
　
　
　
ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
　
　
　
　
ｂ
ｉ
ｌ
ｇ
ａ
　
　
　
Ｔ
ａ
ｍ
＾
ａ
ｃ
ｉ
　
　
　
ｋ
ａ
ｌ
ｔ
i
.

　
　
　
　
　

＋
　
　
　
　
　
＾
　
　
　
　
　
ａ
-
＊
*
＾

　
＾
ｍ
ｍ
　
　
　
　
Ｔ
＾
ｎ
＾
ｙ
　
　
　
　
　
Ｍ
ａ
ｑ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
　
　
　
　
　
　
Ｅ
Ｐ
Ｍ
'
Ｂ
*

　
　

　
Ｏ
ｙ
ｕ
ｚ
　
　
　
　
　
B
i
l
g
i
ｔ　
Ｐ
Ｐ
叫
崎
§
　
桝
一
ｏ

　
　
　

の
一
句
が
あ
り
’
　
Ｒ
ａ
ｄ
ｌ
ｏ
ｆ
ｆ
氏
は

　
　
　
　
　

Ｖ
ｏ
ｎ
　
m
e
i
n
e
m
　
ｇ
ｅ
ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
ｅ
｡
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｇ
ａ
ｓ
ｃ
ｈ
　
-
Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
｡
　
ｋ
ａ
ｍ
　
　
　
Ｍ
ａ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
｡
　
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｃ
ｒ
｡
　
ｅ
ｒ
｡
　
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
　
w
e
i
ｓ
ｅ

　
　
　
　
　

Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｇ
ｕ
ｓ
.

　
　
　

と
詳
し
て
ゐ

細

。
Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
　
ｏ
Ｉ
ｄ
｡
　
　
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
雨
氏
は
こ
の
譚
文
に
従
ひ
、
ｄ
ｅ
ｒ
　
”
w
e
i
ｓ
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｅ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｒ
"
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｇ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｓ

　
　

１

　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｔ

　
　
　

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
或
は
ｄ
ｅ
ｒ
　
w
e
i
ｓ
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｏ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｇ
ｕ
ｚ
　
　
-
Ｕ
解
し
て

　

Ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
　
Ａ
Ｊ
西
突
斯
に
開
係
付
け
よ
う
と
せ

　
　
　

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら

　

Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｓ
ｅ
ｎ
氏
の
改
譚
叫
は

　
　
　
　
　

Ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｚ
ｅ
ｈ
ｎ
　
Ｐ
ｆ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
m
e
i
n
e
m
　
Ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
　
（
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
？
　
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
:
　
Ｖ
ｏ
ｎ
　
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
ｅ
ｎ
｡
　
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
　
　
Ｚ
ｅ
ｈ
ｎ
　
　
　
Ｐ
ｆ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｎ
｡

　
　
　
　
　

ｕ
ｎ
ｄ
）
ｄ
ｅ
ｍ

　
　
１
　
ｕ
ｒ
g
i
　
ｓ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
ｎ
　
ｉ
ａ
ｍ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｑ
ａ
ｒ
ａ
ｃ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｇ
ａ
.

　
　
　
　
　

⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

刄

　

と
見
。
え
、
○
ｒ
ｕ
ｚ
　
Ｂ
ｉ
ｊ
ｇ
ａ
　
と
固
有
名
詞
に
解
し
て
>
Ｑ
る
。
若
し
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｓ
ｅ
ｎ
氏
の
攻
謬
に
し
て
従
ふ
ぺ
く
ん
ぱ
、
○
ｌ
ｓ

　

と
西
突
版

３



兜

　

と
の
開
係
に
對
す
る

　

Ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
｡
　
　
M
a
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
雨
氏
の
見
解
は
、
営
然
認
め
難
く
な
っ
て
来
る
。
M
a
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
氏
の
推
測
に
も
拘

　
　

は
ら
す
、
既
存
の
史
料
で
は
西
突
獣
を
〇
ｎ
　
Ｕ
ｒ
ｕ
ｚ
　
　
-
Ａ
Ｊ
俗
し
た
例
は
絶
え
て
な
く
、
必
ず
○
コ
〇
こ
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
恰
も
九

　
　

姓
躍
勒
が
必
ず
１
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
U
j
-
ｕ
ｚ
と
云
は
れ
、
Ｈ
ｊ
ａ
Ｏ
ぶ
と
搦
す
る
例
が
絶
え
て
た
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
の
み
な
。
ら
争
闘
特
勤
、

　
　

睨
伽
可
汗
、
瞰
欲
谷
三
砕
文
に
於
け
る
〇
ｒ
ｕ
ｚ
は
通
常
１
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｕ
ｒ
ｕ
ｚ

　

の
謂
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
た
ら
ば
、
こ
の
ｏ
ｒ
ｕ
ｚ

　
　

ｂ
ｉ
ｌ
ｇ
ａ
　
ｔ
a
m
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
は
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
氏
に
従
ひ
〇
ｒ
ｕ
ｚ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｇ
ａ
印
璽
官
と
一
個
の
固
有
名
詞
に
解
す
る
を
爰
富
と
思
ふ
。
前
掲
の
闘
特

　
　

勤
碑
文
の
一
句
に
檀
い
て

　
　
　
　
　

ｑ
ｙ
ｒ
ｑ
ｙ
ｚ
　
ｑ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ
ａ
　
ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
ｙ
ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｕ
　
c
i
i
ｒ
　
ｋ
ａ
ｌ
ｔ
i
.

　
　

と
あ
り
、
Ｒ
ａ
ｄ
ｌ
ｏ
ｆ
ｆ
｡
　
　
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｓ
ｅ
ｎ
荊
氏
共
に
改
定
版
に
於
て
は
「
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｙ
ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｕ
　
　
　
Ｃ
ｉ
ｉ
こ
と
一
個
の
固
有
名
詞
に
解
し
て
、

　
　

「
Ｉ
　
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
の
Ｙ
ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｕ
　
Ｃ
ｕ
ｒ
」
と
し
た
荷
謬
を
改
め
て
ゐ
る
。
勿
論
改
謬
に
従
ふ
べ
き
で
、
こ
の

　

１
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
は
再
興
の
東
突
晰
を

　
　

構
成
す
る
コ
り
Ｅ
ｒ
と
１
　
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
の
民
」
の
Ｉ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
と
は
異
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
岬
ｕ
ｚ
　
ｂ
ｉ
ｌ
ｇ
ａ
　
ｔ
a
m
ｒ
ａ
ｃ
ｉ

　

の
（
）
ｌ
ｓ
も
之

　
　

と
同
じ
く
、
Ｉ
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｕ
ｒ
ｕ
ｚ
の
〇
ｒ
ｕ
ｚ
と
は
同
一
脱
さ
る
べ
き
で
た
く
、
従
っ
て
之
を
以
て
西
突
雁
が
（
）
ｌ
ｓ
に
依
っ
て
構
成

　
　

さ
れ
た
と
す
る
唯
一
の
史
料
と
は
認
め
得
な
い
と
思
ふ
。
且
つ
Ｅ
呵
を
人
名
と
し
て
用
０
　
だ
例
は
突
騎
施
の
黒
姓
に
伊
里
底
蜜
施

骨
咄
縁
晩
伽
I
l
ｔ
a
m
i
ｓ
　
Ｑ
ｕ
ｔ
l
ｕ
ｇ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｇ
ａ
あ
り
（
皿
皿
皿
）
、
葛
遭
祗
に
葉
護
頓
叱
伽
あ
・
る
の
に
も
（
鴎
皿
皿
）
徴
し
得
ら
れ
る
所
で
あ

る
。
ま
た
再
興
の
東
突
朕
を
構
成
す
る
「
Ｈ
包
ｒ
と
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
の
民
」
の

　

T
o
l
l
'
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
は
部
族
名
で
は
な
く
し
て
、
行
政

置
劃
名
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
既
伽
可
汗
碑
文
｡
（
Ｈ
Ｅ
　
1
2
）
　
｡

　
　

ｔ
o
l
i
ｓ　
　
　
ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ　
　
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
n
i
＾
　
　
　
　
ａ
ｎ
ｄ
ａ
　
　
　
　
i
ｔ
m
i
ｓ
｡

　
　
　
ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ
j
'

　
　
ｓ
ａ
ｄ
ｙ
＾
　
　
　
　
ａ
ｎ
ｄ
ａ

　
　
　
　
　
b
i
ｒ
m
i
ｓ
.

　
　

Ｔ
６
.
1
ｓ
　
　
　
　
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
Ｓ

　

　
／
Ｒ
？

　
　
　
ｙ
　
＝
■
　
？
’
　
＾
-
　^
　
＾
Ｍ
ｌ
？
　
　
　
　
　
　
ｆ
Ｓ
　
？

　
　
　
^
^
　
＝
■
　
？
"
　
　
　
ｆ
ｉ
"
-
:
？
ｏ

-
４



　
　

と
見
え
る
。
之
は
奮
唐
１
　
突
灰
傅
に
骨
咄
節
が
自
立
し
て
可
汗
と
な
り
、
「
以
其
弟
獣
啜
篤
設
、
咄
悉
匍
篤
薬
護
」
と
あ
る
に
富

　
　

り
ヽ
獣
啜
を
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
Ｓ
　
Ｓ
ａ
ｄ
忙
ヽ
嘔
悉
匍
を
T
o
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ

　
　
ｙ
任
じ
た
と
解
甦
れ
る
。
獣
啜
が
汗
位
に
卯
い
て
後
、
獣
矩
印
ち
吐

　
　

伽
可
汗
が
･
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ａ
ｄ
　
<
ｙ
植
い
た
。
囲
特
勤
碑
文
（
回
応
）
に

　
　
　
　

ａ
ｆ
ｉ
ｌ
ｍ　
　
　
ｑ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
　
　
　
　
o
l
ｕ
Ｔ
ｔ
ｕ
ｑ
ｄ
ａ
　
　
　
　
ｏ
ｚ
i
m
　
　
　
　
ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
ｂ
＼
i
d
ｕ
ｎ
　
　
　
　
ｏ
ｚ
ａ

　
　
ｓ
ａ
ｄ
　
　
　
　
ａ
ｒ
ｔ
i
m
.

　
　
　
　

＄
c
A
*
-
Ｋ
５
(
:
ｎ
ｒ
７
Ｔ
Ａ
'
ｅ
Ｐ
ｆ
４
:
＾
？
.
ｆ
ｔ
　
=
　
＊
＆
:
Ｓ
-

　
Ｔ
ａ
r
ｄ
ｕ
ｇ
'Ｒ
　
＞

Ｊ
ｌ
-

i
S
ｒ

　
Ｔ
'
７
　
ｆ
ｏ

　
　

と
あ
り
、
奮
唐
書
突
灰
傅
に
は
「
獣
啜
立
共
弟
咄
秀
句
篤
左
廂
察
ヽ
骨
畷
節
子
獣
矩
篤
右
廂
察
、
各
主
兵
馬
二
萬
餓
人
」
と
見
え

　
　

る
・
咄
悉
句
が
T
o
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ
の
地
位
に
留
る
こ
と
に
爰
り
な
く
ヽ
T
o
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ
｡
　
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ａ
ｄ
は
左
廂
察
・
右
廂
察
と
記
さ
れ

　
　

て
ゐ
る
。
ま
た
吐
伽
可
汗
の
後
伊
然
を
純
て
登
別
可
汗
の
治
世
に
、
そ
の
従
叔
父
二
人
兵
馬
を
分
掌
し
て
、
東
に
在
る
者
は
左
殺
恚

　
　

蓑
し
順
に
在
’
・
者
は
右
殺
と
競
し
、
精
鋭
皆
分
れ
工
田
殺
の
下
に
あ
っ
た
（
四
四
皓
）
と
一
回
左
殺
・
右
殺
も
、
恐
ら
く
左
廂
察
・
右

　
　

廂
察
に
同
じ
く
T
d
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ａ
ｄ
に
富
る
忙
相
違
な
い
。
従
っ
て
T
o
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ａ
ｄ

　

の
制
は
東
突
灰

　
　

の
復
興
期
を
通
じ
て
存
在
し
た
と
認
め
ら
る
べ
く
、
回
鵬
建
國
と
共
に
二
子
に
輩
護
ふ
眸
を
具
へ
て
、
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
｡
　
T
o
l
i
ｓ
の
民
を
分

　
　

統
せ
し
め
た
の
も
、
突
灰
の
荷
制
を
踏
襲
し
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
今
T
o
l
i
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
に
對
す
る
諸
家
の
見
解
を
跡
付
け
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
１
１

　
　

ば
、
Ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ｔ
ｉ
ｓ
ｅ
ｎ
氏
は
突
朕
碑
文
の
謬
註
に
於
て
T
o
l
i
ｓ
　
i
V
)
餓
勒
に
擬
い
、
H
i
ｒ
ｔ
ｈ
氏
は
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
　
　
＋
Ｗ
延
陀
に
営
て
、
且
つ
瞰
欲

　
　

谷
碑
文
（
Ｈ
｛
１
ご
に
ｔ
i
i
ｒ
ｋ
　
ｓ
i
ｒ
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
ｎ
　
i
e
ｒ
i
n
ｔ
ａ
　
ｂ
ｏ
ｄ
　
ｑ
a
l
m
a
d
i
と
あ
る
ふ
を
評
に
営
て
χ
、
醇
延
陀
は
S
i
ｒ
-
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｊ

　
　

あ
ら
う
と
云
ふ
仮
説
を
提
出
し
た
。
M
a
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ
氏
は
菰
唐
書
突
版
傅
の
咄
悉
匍
・
獣
矩
を
左
廂
撃
・
右
廂
察
に
篤
し
た
と
・
云
ふ
記

　
　

事
を
ば
、
咄
悉
句
に
東
部
の
統
治
を
、
獣
矩
に
西
部
の
統
治
を
委
ね
だ
と
見
、
Ｓ
ａ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
w
ｅ
ｓ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ａ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

O
N　
　　
　
T
i
i
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｅ
ｓ
　
A
J
解
し
て
ゐ
る
。
Ｔ
ｈ
ｏ
Ｔ
ｎ
ｓ
ｅ
ｎ
氏
は
突
獣
碑
文
謬
註
の
改
定
版
に
於
て
、
、
名
附
表
で
は
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
に
對
し
て
「
東

-

５
-



匁

　

突
灰
を
開
む
雨
部
族
、
或
は
寧
ろ
行
政
匯
剤
の
Ｉ
、
而
も
よ
り
重
要
な
Ｉ
」
と
記
し
、
Ｈ
ミ
Ｆ
に
對
し
て
「
東
突
販
を
園
む
二
大
部

　
　

族
、
或
は
寧
ろ
行
政
派
劃
の
Ｉ
」
と
記
し
、
緒
言
で
は
Ｔ
ｏ
Ｈ
ｓ
を
國
の
東
部
、
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
を
西
部
と
説
い
て
、
寧
ろ
I
V
l
a
ｒ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔ

　
　

氏
に
従
０
　
Ｔ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
を
行
政
孤
剣
名
と
す
る
見
解
に
傾
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
Ｔ
ｏ
Ｈ
ｓ

　

を
餓
勒
に
擬
し
難
い
こ
と
は
既

　
　

に
説
か
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
　
　
-
ｆ
Ｐ
-
Ｗ
た
延
陀
に
富
て
得
な
い
と
思
ふ
。
群
延
陀
は
貞
観
二
１
　
年
（
六
四
六
い
破
滅
し
た
が
、

　
　

そ
の
節
衆
0
1
消
息
は
な
ほ
史
籍
に
散
見
し
て
ゐ
る
。
貞
観
二
十
二
年
（
六
四
八
）
八
月
執
失
思
力
は
夢
延
陀
の
節
部
を
金
山
に
伐
ち
、

九
月
阿
史
那
牡
示
は
そ
の
餓
部
處
月
’
處
密
と
戦
う
て
之
を
破
り
（
新
皿
籍
に
）
、
ま
た
總
章
二
年
（
六
六
九
）
十
二
月
延
陀
部
落
の
詮

衆
複
飢
ヽ
詔
し
て
突
灰
を
狸
し
烏
羅
徳
健
山
に
至
っ
て
大
い
に
之
を
破
り
゛
皿
四
四
懇
ハ
ｙ

　

永
隆
中
＾
六
八
〇
゛
曹
懐
舜
は
阿
史
那
伏

念
・
温
傅
を
討
っ
て
黒
沙
に
至
り
虜
を
見
ず
、
葬
延
陀
の
除
部
を
降
し
て
引
還
し
（
皿
皿
皿
）
、
開
耀
元
年
（
六
八
一
）
葬
延
陀
鐘
渾
等
五

州
四
萬
節
帳
が
来
降
し
た
こ
と
も
屠
る
（
皿
匹
一
）
。
従
っ
て
評
延
陀
の
詮
衆
は
そ
の
破
滅
後
と
雖
も
詮
喘
を
保
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
。
確
か

　
　

６
　

で
あ
っ
て
、
阿
史
那
伏
念
敗
れ
て
後
亡
散
を
嘲
じ
て
總
材
山
を
保
し
、
黒
沙
城
に
治
し
た
骨
咄
縁
の
配
下
に
、
そ
の
詮
衆
が
混
在
し
た

か
も
知
れ
な
い
と
は
想
像
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
よ
し
混
在
し
た
に
し
て
も
設
皿
乱
を
置
か
れ
る
程
に
部
族
と
し
て
強
大

で
あ
っ
た
と
は
到
底
認
め
難
く
、
開
元
三
年
（
七
一
五
）
１
　
月
投
降
し
た
首
領
延
陀
藤
渾
迪
郡
督
に
授
官
賜
擬
し
た
こ
と
が
見
え
る
以

外
に
（
皿
匹
皿
皿
皿
匹
四
）
’

　

突
灰
の
復
興
期
を
通
じ
て
藤
延
陀
に
開
す
る
記
載
は
た
く
ゝ
そ
の
詮
衆
も
漸
く
萎
微
し
て
影
を
汐
す
る

の
で
あ
る
ｏ
回
鴉
葛
勒
可
汗
（
昿
一
延
）
碑
文
（
尽
）
に

　
　

i
k
i
　
　
　
　
ｏ
ｒ
l
i
m
a

　
　
　
j
a
b
j
'
Ｕ
　
　
　
　
ｓ
ａ
ｄ
　
　
　
　
ａ
ｔ
　
　
　
　
b
i
ｒ
ｔ
i
m
｡
　
　
　
　
ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
　
　
　
ｔ
o
l
i
ｓ
　
　
　
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
ｎ
ｑ
ａ
　
b
i
ｒ
ｔ
i
m
.

　
　

-
Ａ
／
＾
／
？
=
　
ｍ
際
Ｒ
Ｓ
ｆ
　
／
　
＾
f
i
？
？
　
＾
-
＾
＾
ｏ
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
Ｓ
　
　
　
　
　
T
o
l
i
ｓ

　
　
／
Ｋ
=
　
　
　
　
　
Ｊ
ｉ
ｌ
-
＾
ｏ

と
見
え
、
磨
延
啜
は
そ
の
二
７
　
に
葉
護
・
設
を
輿
へ
て

　

Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｇ
｡
　
Ｔ
ｇ
Ｈ
ｓ

　

の
民
を
分
統
せ
し
め
て
ゐ
る
。
之
は
突
獣
の
奮
制
を
幡



承
し
た
に
逡
ひ
な
い
が
、
こ
ｘ
に
所
見
の
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ａ
=
l
延
陀
に
比
定
し
難
い
こ
と
は
言
を
要
し
な
い
所
で
あ
る
。
T
o
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
ｕ
｡

Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ａ
ｄ
　
が
左
廂
察
・
右
廂
察
に
比
定
さ
れ
、
ま
た
左
殺
・
右
殺
に
’
富
る
と
想
定
さ
れ
る
の
に
徴
す
れ
ば
、
。
一
「
o
l
i
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
は

恐
ら
く
部
族
名
で
は
な
く
し
て
、
西
突
獣
に
於
け
る
咄
陸
・
弩
失
畢
の
如
き
孤
劃
名
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
若
し
、
一
「
o
l
i
ｓ
｡

Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
が
部
族
名
に
し
て
、
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
が
延
陀
に
営
る
と
す
る
な
ら
ば
、
突
灰
の
復
興
期
並
に
回
罷
の
隆
盛
期
に
於
て
、
餓
勒
の

一
部
族
評
延
陀
は
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
を
な
し
て
ゐ
る
謬
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
Ｘ
る
見
解
は
到
底
成
立
し
得
な
い
の
で
必
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

＾
ｆ
ｔ
f
　
Ｒ
ａ
ｄ
ｌ
ｏ
ｆ
ｆ
氏
は
ｔ
i
i
ｒ
ｋ
　
ｓ
i
ｒ
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
ｎ
を
両
個
の
民
族
名
と
解
し
て
’
　
　
”
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
-
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
S
i
ｒ
-
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
”
と
謬
し
、
H
i
ｒ
t
ｈ
氏

は
之
に
抹
つ
て
ｓ
i
ｒ
　
＋
＾
肺
に
富
で
た
の
で
あ
る
が
、
T
l
i
o
m
ｓ
ｅ
ｎ
｡
　
Ｌ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｑ
雨
氏
は
別
の
解
仰
を
施
し
て
。
ゐ
る
。
Ｈ
ｉ
ｉ
ａ
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

ｔ
i
i
ｒ
ｋ
　
ｓ
i
ｒ
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
ｎ
　
ｂ
ｏ
ｄ
　
ｑ
a
l
日
ａ
ｄ
ｉ
を
ば

　
　
　
　
　

Ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
（
a
l
ｔ
ｅ
ｎ
＊
）
　
　
　
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
ｎ
（
？
）
　
ｔ
i
i
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｓ
　
w
ａ
ｒ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
l
e
i
　
ｇ
ｅ
ｏ
ｒ
ｄ
ｎ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
ａ
ｆ
ｔ
　
　
　
ｚ
ｕ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
-

　
　

ｇ
ｅ
ｂ
ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

　
　
　

と
謬
し
Ｌ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｑ

　

氏
は
ｔ
i
i
ｒ
ｋ
　
ｓ
i
ｒ
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
ｎ
　
　
　
　
4
1
　
　
　
　
ｄ
ａ
ｓ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
l
o
ｓ
ｅ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｆ
ｃ

　

と
解
し
て
ゐ
る
。
ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｔ
i
i
ｒ
k
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　

と

　
　
　

ｍ
ａ
ｃ
ｈ
t
l
o
ｓ
ｅ
と
で
は
意
味
は
可
成
り
逞
ふ
け
れ
ど
も
、
―
を
固
有
名
詞
と
見
な
い
鮎
に
於
て
共
に

　

Ｒ
ａ
ｄ
ｌ
ｏ
ｆ
ｆ
氏
と
異
る
の
で
あ

　
　
　

る
。
元
来
S
i
ｒ
-
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
は
H
i
ｒ
ｔ
ｈ
　
氏
に
依
っ
て
案
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
突
阪
砕
文
に
は
絶
え
て
現
は
れ
て
来
な
い
。
而

　
　
　

し
て
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
が
Ｔ
ｏ
Ｈ
ｓ
　
-
Ｕ
共
に
孤
剣
名
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
爰
営
な
ら
ば
、
S
i
ｒ
-
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ

=
評
延
陀
と
云
ふ
仮
説
は
自
ら
成

　
　
　

立
し
難
く
、
ｓ
i
ｒ
　
■
＞
＃
>
･
≪
た
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｓ
ｅ
ｎ
｡
　
Ｌ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｑ
雨
氏
の
如
く
形
容
詞
ま
た
は
接
尾
附
と
解
し
て
毫
も
差
支
へ
な
い
こ
と
ｘ
な
る
。

　
　
　

ｔ
i
i
ｒ
ｋ
　
ｓ
i
ｒ
　
ｂ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
の
字
句
は
な
ほ
瞰
欲
谷
碑
文
に
於
て

　

Ｔ
２
　
Ｎ
６
０
｡
　
６
１
｡
　
６
２
に
も
見
え
る
が
、
術
氏
の
解
憚
の
何
れ
に
従
ふ
ぺ
き

％

　

か
、
Ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
l
o
ｓ
ｅ
で
は
意
味
が
通
じ
難
い
と
云
ふ
以
外
に
、
確
言
し
得
た
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
要
す
る
に
T
o
l
i
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
は
部

一７



％

　

族
名
で
は
な
く
し
て
真
剣
名
と
解
さ
る
べ
く
、
東
突
賤
の
復
興
期
を
通
じ
て

　

１
　
o
l
i
ｓ
　
Ｊ
ａ
ｂ
ｒ
i
i

　

は
そ
の
領
域
の
東
部
を
、
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ

　
　

ｇ
ａ
ｄ
は
西
部
を
分
統
す
る
制
度
と
な
っ
て
支
り
、
再
興
の
束
突
朧
が
〇
ｒ
-
ｕ
ｚ
の
二
種
族
T
o
l
l
ｓ
｡
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
た

　
　

と
は
、
自
ら
認
め
難
い
所
で
あ
る
。

　
　
　

元
来
夕
ｉ

　

は
躍
勒
に
属
す
る
部
族
名
と
認
め
。
ら
れ
る
。
新
唐
書
川
個
傅
に
回
個
の
先
縦
貫
紀
の
孵
呼
を
記
し
て
「
袁
紘
者
亦

　
　

曰
鳥
護
、
曰
鳥
紀
、
至
隋
曰
章
紀
と
兄
え
る
。
袁
紘
一
鳥
護
・
鳥
紀
が
、
○
ｌ
ｓ
の
對
曹
に
し
て
、
章
紀
が
ｕ
i
ｒ
ｕ
ｒ
に
富
る
と
は
俘

　
　

既
に
諸
名
家
に
依
っ
て
考
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
北
史
鳥
車
傅
に
高
車
の
族
に
袁
紀
氏
あ
る
を
位
へ
、
北
魏
登
國
五
年
（
三
九
〇
）
春
正
月

　
　

大
阻
道
武
帝
は
西
征
鹿
渾
海
に
次
し
、
高
車
心
袁
紘
部
を
詔
っ
て
大
い
に
之
を
破
っ
て
ゐ
る
（
作
一
心
に
）
。
ま
た
天
興
六
年
（
四
〇
三
）

　
　

冬
十
月
将
軍
伊
謂
は
二
萬
騎
七
帥
ゐ
て
北
の
方
高
車
の
飴
穆
公
紀
・
烏
頻
を
詔
万
言
破
大
詔
飯
潔
）
、
大
和
二
１
　
二
年

　
　

（
四
九
八
）
八
月
高
車
の
衆
南
行
を
願
は
す
ヽ
袁
屹
樹
者
を
推
し
て
主
と
な
し
、
相
率
ゐ
て
北
叛
遊
践
し
た
と
あ
る
（
覗
一
四
託
皿
飢
紀
ご

　
　

袁
紀
は
高
単
印
ち
躍
勒
の
有
力
な
部
族
と
認
む
べ
く
、
〇
ｒ
ｕ
ｚ
は
公
絶
の
對
晋
に
富
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
北
魏
代
か
ら

　
　

ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
は
漠
北
に
ゐ
た
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
隋
書
躍
勒
位
に
は
伊
冊
以
酉
焉
１
　
の
西
北
白
山
に
傍
う
て
居
る
躍
勒
諸
部
の
中

　
　

に
鳥
護
を
學
げ
て
を
り
、
奎
だ
白
山
に
傍
う
て

　

〇
―
≒
が
ゐ
だ
こ
と
を
傅
へ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
隋
代
に
は
九
姓
躍
勒
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ

　
　

Ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
を
構
成
す
る
廻
紀
・
僕
骨
・
同
羅
・
抜
也
古
・
斯
結
・
渾
・
契
芯
の
如
き
諸
部
名
も
始
め
て
史
上
に
現
は
れ
て
来
る
。
九
姓

　
　

と
云
ふ
名
稲
は
仮
１
　
書
六
七
李
勣
傅
に

　
　
　
　

「
李
勣
」
具
李
靖
課
曰
、
頷
利
雖
敗
其
衆
治
盛
、
若
走
度
債
北
保
於
九
姓
、
道
阻
且
遠
、
追
之
難
及
。

　
　

と
あ
る
を
初
見
と
す
る
が
、
唐
代
は
勿
論
既
に
隋
代
に
於
て
も
九
姓
を
構
成
す
る
諸
部
は
他
の
躍
勒
諸
部
と
共
に
活
溌
な
動
き
を
見

　
　

せ
て
ゐ
る
。
新
唐
書
回
個
傅
に
債
北
に
散
處
す
る
躍
勒
十
有
五
種
を
皐
げ
、
貞
観
二
十
一
年
（
六
四
七
）
正
月
餓
勒
廻
紀
等
七
二
部
が

-
８



内
附
し
入
皿
四
四
心
匹
）
六
府
七
州
を
置
か
れ
ヽ
同
年
阿
史
那
祀
爾
は
郭
孝
恪
・
楊
弘
確
と
共
に
餓
勒
十
三
部
の
兵
十
除
萬
騎
を
率

ゐ
て
鶏
茲
乞
伐
つ
た
（
四
四
皿
皿
匹
託
匹
）
。
・
是
等
債
北
に
散
處
す
る
４
　
有
五
種
・
十
三
部
の
中
に
九
姓
諸
部
は
勿
諭
含
ま
れ
て
ゐ
る

け
れ
ど
も
Ｊ
九
姓
截
勒
、
一
「
ｊ
ａ
ｏ
ｌ
ｓ
と
云
ふ
聯
合
醍
を
形
成
し
て
ゐ
る
鮎
に
他
の
諸
部
と
は
異
る
特
異
性
が
あ
る
。
恐
ら
く
「
袁

紘
者
亦
日
高
護
ヽ
曰
高
紀
ヽ
至
隋
曰
章
紀
」
の
記
載
は
ヽ
章
を
が
ヽ
そ
の
ま
よ
｀
紘
に
合
致
す
る
と
一
回
の
ｐ
は
た
く
し
ミ
章
紘

は
哀
紀
に
由
爽
・
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
袁
紀
部
に
就
い
て
は
魏
書
以
外
に
記
録
を
銃
き
、
以
後
の
清
息
を
判
明

し
難
い
け
れ
ど
も
、
隋
代
に
至
つ
て
も
と
袁
紀
部
に
。
属
し
た
九
姓
諸
部
が
橋
頭
し
、
記
録
に
徴
す
れ
ば
唐
初
に
は
既
に
九
姓
餓
勒
と

云
ふ
聯
合
醒
を
形
成
し
て
ゐ
た
と
忠
ふ
。
。
な
ほ
回
鵠
葛
勒
可
汗
碑
文
に
は
認
Ｆ
。
０
ｒ
ｕ
ｚ
｡
　
Ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
e
i
河
源
Ｂ
ａ
ｒ
l
ｖ
ｋ
河
畔
の
碑
文
に

は
／
i
l
t
i
　
Ｋ
ｊ
ｒ
ｕ
ｚ
の
名
将
が
見
え
る
。
Ｓ
ａ
ｋ
ｉ
ｚ
　
O
j
-
ｕ
ｚ
｡
　
A
l
ｔ
i
（
）
ｌ
ｓ
は
共
に
參
照
さ
る
べ
き
記
録
を
訣
き
、
そ
の
洽
革
を
辿
る
こ
と

不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
Ｈ
ｊ
ａ
ｏ
ｌ
ｓ

　

に
同
じ
く
も
と
は
袁
総
部
に
由
来
す
る
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
ぐ
八
姓
敞
勒
こ
ハ
姓

餓
勒
と
名
付
く
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
U
ｒ
ｕ
ｚ
は
袁
紺
・
鳥
護
・
烏
紘
の
對
曾
に
し
て
電
勒
の
一
部
族
に
由
来
す
る
名

栴
に
し
て
、
唐
代
に
は

　

Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
O
j
'
ｕ
ｚ
｡
　
Ｓ
ａ
ｋ
ｉ
ｚ
　
Ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
｡
　
A
l
ｔ
i
　
Ｏ
ｒ
ｎ
ｚ
の
如
き
聯
合
顛
を
形
成
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
如
く
見
る
こ
と
が
誤
り
な
い
た
ら
ば
、
〇
ｌ
ｓ
を
以
て
Ｔ
ｉ
ｉ
ｖ
ｋ
と
云
ふ
名
将
を
探
用
し
た
最
初
の
ト
ル
Ｊ
種
族
で
あ
り
、

　
　

東
西
爾
突
阪
の
構
成
要
素
を
篤
し
た
と
す
る
見
解
は
。
自
ら
成
立
し
難
い
所
と
思
ふ
。
且
つ

　

Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
は
突
獣
の
建
國
に
依
っ
て
始

　
　

め
て
唱
へ
ら
れ
た
名
孵
で
は
な
い
。
躍
勒
が
Ｈ
旨
ｒ
の
晋
謬
に
富
る
と
は
、
刎
田
陣
士
の
提
唱
以
来
定
説
化
さ
れ
て
を
り
、
Ｈ
回
″

　
　

は
突
朕
り
建
國
以
前
に
於
て
既
に
種
族
的
名
栃
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
に
東
西
雨
突
蕨
及
び
九
姓
躍
勒
を
ば
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
｡
　
Ｏ
ｎ

　
　

（
）
ｑ
及
び
J
l
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｌ
＞
:
'
ｕ
ｚ
と
呼
び
、
Ｔ
ｉ
ｉ
ｒ
ｋ
　
'
Ａ
東
突
獣
2

9
7

　

の
如
く
、
多
分
に
政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
名
栃
に
な
っ
た
と
解
や
ら
れ
る
。
然
し
た
が
ら
ト
ル
ご
人
と
云
ふ
意
識
は
≒
回
ｙ

　

Ｏ
コ

-９-



昭

　

〇
こ
及
び
１
　
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
（
Ｊ
ｙ
ｕ
Ｔ
｡
を
構
成
す
る
諸
部
族
を
通
じ
て
共
通
に
潜
在
し
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
九
姓
回
鴉
愛
登
里
囃
泊
浸
密
施

　
　

合
縦
伽
可
汗
聖
文
祁
武
碑
印
ち
保
義
可
汗
碑
文
の
ン
グ
ド
文
に

　
　
　
　
　

…
…
ａ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｌ
ｅ
ｒ
ｒ
ｓ
c
l
i
e
ｒ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｖ
o
m
　
H
i
ｒ
ｒ
m
e
l
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｊ
ｔ
　
ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
｡

　
ｇ
ｒ
ｏ
ｓ
ｅ
ｅ
｡

　
ｔ
i
i
i
k
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
W
e
l
ｔ
ｅ
ｎ
-

　
　
　
　
　

ｒ
ｒ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
A
i
　
ｔ
ａ
≫
ｒ
ｉ
ｄ
ａ
　
ｑ
ｕ
t
ｂ
ｏ
ｌ
Ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
（
斗
）
ｕ
　
b
i
l
s
ｒ
ａ
（
‘
岬
召
）
…
…

　
　
　
　
　

⑩

　
　

と
見
え
、
保
義
可
汗
を
ｔ
i
i
ｒ
k
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
W
e
l
ｔ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
4
J
拐
し
て
ゐ
る
の
も
參
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
共
に
Ｈ
苛
″
に
由
来
す
る

　
　

名
柳
餓
勒
と
突
阪
が
突
灰
の
建
國
以
来
語
義
を
異
に
し
て
併
用
さ
れ
る
の
も
、
雨
者
を
構
成
す
る
諸
部
族
が
、
共
に
ト
ル
Ｊ
種
族
で

　
　

あ
る
と
云
ふ
意
識
を
前
提
と
し
て
始
め
て
理
解
さ
れ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～

　

躍
勒
は
北
周
書
以
来
隋
唐
の
史
籍
を
通
じ
て
用
ひ
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
が
、
魏
習
南
北
朝
時
代
の
史
籍
で
は
勅
勒
・
勅
勒
・
較
勒

又
は
丁
零
匹
記
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
是
等
一
聯
の
文
字
で
寫
さ
れ
た
種
族
は
そ
の
先
斎
を
雨
漢
三
國
魏
時
代
の
丁
鐘
・
丁
零
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

丁
令
に
ま
で
辿
り
得
ぺ
く
、
恐
ら
く
は
志
田
氏
の
如
く
丁
重
・
丁
零
・
丁
令
を
以
て
Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
の
誂
首
と
見
て
よ
か
ら
う
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　

⑩

魏
書
高
車
傅
に

　
　

高
車
蒼
古
赤
秋
之
飴
種
也
、
初
胱
篤
秋
歴
、
北
方
以
篤
勅
勒
、
諸
夏
以
篤
高
車
・
丁
零
。

と
見
え
る
。
秋
歴
は
勅
勒
に
同
じ
く
、
｛
。
回
″
の
首
詳
で
あ
る
が
、
高
車
も
ま
た
そ
の
用
例
に
於
て
勅
勒
と
の
間
に
殆
ど
廣
狭
の
瓦

別
を
塀
じ
難
い
程
に
密
接
な
開
係
が
あ
り
ご

袁
屹
氏
は
高
率
に
鳥
す
る
部
名
で
あ
る
が
、
勅
勒
晋
認
（
類
似
）
ぶ
鴛
診
輿
数
↑
紹
）
、
お
「
妾
」
響

10－-



＾
皿
８
１
作
し
の
名
稀
が
見
え
゛
東
西
部
勅
勒
¨
’
二
部
賊
勒
は
二
部
高
車
Ｅ
も
云
は
れ
て
ゐ
佃
且
つ
高
車
副
伏
羅
部
の
阿
伏
至
羅
は

大
和
年
間
従
弟
窮
奇
と
共
に
車
師
前
部
の
、
西
北
に
自
立
し
て
王
と
な
っ
た
。
之
が
諸
書
に
勅
勒
・
勅
勒
と
記
さ
る
ｘ
こ
と
ヽ
は
、
既
に

松
田
氏
に
依
っ
て
指
摘
さ
れ
た
所
で

弘
四

。
’
隋
書
躍
勒
稗
に
抹
れ
ば
、
濁
楽
河
の

‐

に
僕
骨
・
同
苧
・
章
紀
・
七
也
古
と
共
に
覆
羅

が
ゐ
た
。
こ
の
覆
羅
部
は
副
伏
羅
部
の
後
身
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
魏
１
　
巷
九
揃
宗
紀
に
、
「
正
光
二
年
（
五
二
こ
八
月
己
巳
、
伏
羅

國
遣
使
朝
貢
）
、
「
正
光
三
年
（
五
二
二
）
夏
四
月
庚
辰
、
以
高
車
國
主
覆
羅
伊
匍
篤
銀
西
将
軍
西
海
郡
開
國
公
高
車
王
」
と
あ
り
、
北

史
巻
泗
魏
本
紀
扇
宗
紀
で
は
伏
羅
國
は
伏
羅
高
車
と
な
っ
て
ゐ
る
。
副
伏
羅
部
の
阿
伏
至
羅
が
車
師
前
部
の
西
北
に
建
て
た
遊
牧
國

家
は
、
高
車
國
と
云
ふ
以
外
に
、
阿
伏
至
羅
國
・
阿
至
羅
國
と
呼
ば
れ
、
吏
だ
伏
羅
國
と
も
云
っ
た
の
で
あ
る
。
伏
羅
と
は
、
阿
至

羅
の
阿
伏
至
４
　
に
於
け
る
が
如
く
、
副
伏
１
　
の
略
俗
に
外
な
ら
す
、
部
名
ま
た
は
人
名
を
國
名
と
し
て
用
ひ
た
こ
と
を
示
す
。
覆
１
　

　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　

騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

』

伊
匍
も
奎
だ
副
伏
１
　
伊
切
の
略
俗
に
し
て
、
文
字
に
伏
と
覆
の
異
同
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
之
に
依
っ
て
推
す
な
ら
ば
、
覆
羅
部
は
副

伏
羅
部
の
略
俗
と
見
る
べ
く
、
阿
伏
至
羅
國
の
滅
亡
後
、
副
伏
羅
部
は
餓
勒
の
一
部
族
と
し
て
餓
喘
を
保
ち
、
隋
書
餓
勒
傅
に
覆
羅

の
名
俗
を
以
て
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
思
ふ
。
か
ｘ
る
用
例
に
徴
す
る
た
ら
ぼ
、
高
率
は
蹴
勒
の
別
俗
と
見
ら
る
べ
｀
く
、
高
車
の
活

動
を
そ
の
ま
ｘ
躍
勒
の
活
動
と
解
し
て
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。

　

隋
書
躍
勒
傅
に
様
れ
ば
、
織
勒
は
東
は
バ
イ
カ
ル
湖
の
唐
方
よ
り
西
は
康
國
の
北
ア
ラ
ル
海
カ
ス
ピ
海
方
面
に
ま
で
及
ぶ
廣
汎
な

地
域
に
亙
っ
て
所
在
に
分
布
し
て
を
り
、
「
雖
姓
氏
各
別
、
總
謂
鴬
躍
勒
」
と
見
え
る
。
か
ｘ
る
廣
汎
な
地
域
に
亙
る
餓
勒
の
分
布

は
隋
代
に
卒
然
と
し
７
現
は
れ
た
Ｑ
Ｐ
は
た
か
る
べ
く
、
魏
晋
南
北
朝
の
混
乱
時
代
を
通
じ
て
徐
々
に
培
は
れ
た
事
象
で

思
ふ
。
既
に
三
國
魏
代
に
は
匈
奴
の
北
に
居
る
丁
令
、
、
康
居
の
北
に
居
る
丁
令
及
び
貿
虜
に
属
す
る
丁
令
と
云
ふ
風
に
、
丁
令
は
分

卯

　

・
阪
し
て
ゐ
た
が
（
　
　
一’

醐
作
懸
、
高
車
の
脈
動
は
餓
勒
の
分
布
の
上
に
盧
要
だ
意
義
を
持
つ
て
ゐ
た
か
つ
た
で
・
恚
ら
う
か
。
魏
１
　
一
〇

--
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二
職
嵯
國
の
條
に
「
曜
咤
國
大
月
氏
之
種
類
也
、
亦
曰
高
車
之
別
種
、
共
原
出
於
塞
北
」
と
あ
り
、
同
じ
く
乾
陀
國
の
條
に
「
共
王

　
　

本
是
勅
勒
」
と
見
え
、
か
ｘ
る
所
傅
も
こ
の
推
測
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
餓
勒
は
廣
汎
だ
地
域
に
亙
っ
て
分

　
　

布
し
て
ゐ
た
。
若
し
憶
側
に
し
て
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
阿
史
那
氏
も
ま
た
起
原
的
に
は
躍
勒
に
属
し
、
そ
の
孝
ゐ
る
餓
勒
の
部
衆
を

　
　

以
て
突
朕
Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ

　

と
’
云
ふ
遊
牧
國
家
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
'
ｌ
ａ
突
阪
の
建
國
以
後
躍
勒
と
の
間
に
自
ら
語
義

　
　

の
匿
別
が
設
け
ら
る
べ
く
、
隋
書
躍
勒
傅
で
は
餓
勒
と
μ
突
販
を
構
成
し
て
ゐ
な
い
他
の
数
多
の
同
一
種
族
を
總
轄
す
る
名
将
と
し

　
　

七
用
０
　
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
然
し
な
が
ら
東
西
南
突
阪
殊
に
西
突
獣
の
晋
展
に
件
０
　
餓
勒
の
諸
部
族
に
し
て
突
灰
の
‘
名
将
の
下
に
包

　
　

轄
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
ら
う
し
、
或
は
見
る
べ
き
活
動
た
く
、
停
頓
の
舷
態
を
続
け
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
既
に
隋
代
に

　
　

於
て
躍
勒
の
活
動
は
ズ
ン
ガ
リ
ア
並
に
オ
ル
ホ
ン
地
方
に
於
け
る
、
東
西
南
突
灰
の
問
に
介
在
す
る
諸
部
族
に
限
ら
れ
て
を
り
、
唐

　
　

代
に
至
っ
て
は
オ
ル
ホ
ン
地
方
の
諸
部
族
が
活
溌
な
動
き
を
見
せ
、
漸
く
九
姓
餓
勒
の
み
活
動
の
舞
豪
に
立
っ
て
来
て
ゐ
る
。
こ
ｘ

　
　

に
於
て
も
自
ら
こ
の
雨
地
方
殊
に
オ
ル
ホ
ン
地
方
の
躍
勒
を
ば
、
母
察
の
對
象
と
な
さ
ゞ
る
を
得
な
い
。

　
　
　

隋
唐
代
に
活
動
し
た
餓
勒
諸
部
は
前
代
の
諸
部
族
の
名
孵
と
全
く
異
り
、
相
互
に
開
聯
を
求
め
る
こ
と
殆
ど
不
可
能
に
近
い
奴
態

　
　

ご

　
　

の
間
に
も
著
し
い
隆
替
の
あ
っ
た
こ
と
ｘ
思
ふ
。
元
来
大
和
年
間
高
車
剤
伏
羅
部
の
阿
伏
至
羅
が
車
師
前
部
の
西
北
に
建
て
た
遊
牧

　
　

國
家
は
嬬
嬬
と
畷
嵯
の
座
泣
を
受
け
、
殊
に
嬬
嬬
と
の
戦
に
坦
々
敗
れ
て
、
北
魏
末
に
は
殆
ど
解
服
の
皺
態
に
あ
っ
た
。
魏
書
一
二

　
　

孝
舒
紀
に
「
興
和
三
年
（
五
四
一
）
夏
四
月
戊
申
、
阿
至
４
　
國
主
剤
伏
穀
越
居
子
去
賓
来
降
、
封
篤
高
車
王
」
と
見
え
、
以
後
高
車
國

　
　

ま
た
は
阿
至
羅
國
等
の
名
将
は
史
上
に
現
以
れ
な
い
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
阿
至
羅
國
に
属
し
た
諸
部
族
は
そ
の
解
服
後
躍
勒
の
名
孵

　
　

で
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
周
書
突
灰
傅
に
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時
（
謙
稽
一
年
）
餓
勒
将
伐
茄
茄
ヽ
土
門
率
所
部
遡
撃
破
之
ヽ
轟
降
共
栄
五
萬
齢
落
ヽ
侍
其
彊
盛
ヽ
乃
求
婚
於
茄
茄
・

　
　
　

と
あ
る
｀
・
従
っ
て
阿
亜
羅
國
の
。
解
値
後
と
雖
も
ヽ
茄
知
（
鵬
）
と
の
戦
は
な
ほ
鴇
縫

　
１
　
　
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　

蔀
衆
を
破
っ
て
、
突
阪
彊
盛
の
端
緒
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
副
伏
羅
部
に
は
以
後
何
等
の
活
動
を
馬
認
め
難
く
、
隋
１
　
竃
勒
傅
に
覆

　
　
　

羅
の
名
将
を
以
て
僅
か
に
そ
の
名
残
り
を
止
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
之
は
ま
た
隋
唐
代
と
そ
の
前
代
と
に
於
て
躍
勒
諸
部
の
間
に

　
　
　

隆
替
の
か
っ
た
こ
と
’
の
例
鐙
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
ｌ
な
ほ
阿
伏
忌
維
は
従
弟
窮
奇
と
共
に
高
車
の
衆
十
節
萬
落
を
率
ゐ
ｔ
西
走
し

　
　
　

た
と
云
ふ
の
で
。
あ
る
か
ら
、
夥
し
い
高
車
の
諸
部
落
が
車
師
前
部
の
西
北
に
遷
っ
た
に
毘
ひ
な
い
。
隋
書
躍
勒
傅
に
、
伊
吾
以
西
焉

　
　
　

香
の
西
北
白
山
に
傍
う
て
居
り
’

■
Ｍ
た
金
山
の
西
南
に
居
る
と
し
て
列
學
さ
れ
て
ゐ
る
痘
勒
諸
部
孔
は
、
阿
伏
至
羅
・
窮
奇
に
従
ひ

　
　
　

西
遷
し
た
諸
部
落
に
由
来
す
る
も
の
が
多
か
ら
う
と
思
ふ
。
然
し
た
が
ら
副
伏
１
　
部
は
元
来
高
車
１
　
ニ
姓
の
一
に
し
て
、
４
　
二
姓
が
。

　
　
　

悉
く
西
混
し
た
の
で
社
た
く
、
漠
北
に
留
り
嬬
嬬
の
支
配
下
に
残
さ
れ
た
部
衆
も
多
か
っ
た
に
違
ひ
た
い
。
記
録
上
で
は
魏
１
　
八
世

　
　
　

宗
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　

正
始
五
年
（
五
〇
七
）
１
　
有
二
月
甲
子
、
嬬
嬬
高
車
民
他
莫
孤
率
部
来
降
。

　
　
　

と
見
。
え
る
以
外
に
、
残
留
し
た
高
車
の
詩
息
を
傅
ふ
る
所
殆
ど
な
い
や
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
嬬
嬬
に
服
属
し
て
、
目
立
つ

　
　
　

た
活
動
を
し
な
か
っ
た
篤
に
外
な
ら
ぬ
。
隋
１
　
躍
勒
傅
に
濁
楽
河
’
の
北
に
居
る
と
し
て
列
學
さ
れ
た
諸
部
族
の
中
に
は
、
此
の
地
域

　
　
　

に
固
着
し
て
ゐ
た
と
曜
認
さ
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
の
先
耀
を
求
む
れ
ば
嬬
嬬
の
支
配
下
に
残
さ
れ
た
高
車
で
あ
ら
う
と
推
定
せ

　
　
　

ざ
右
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
突
販
の
木
粁
可
汗
に
依
っ
て
嬬
嬬
が
滅
ぼ
さ
れ
て
以
後
、
嬬
嬬
に
飛
鳥
し
て
ゐ
た
高
車
印
ち
餓
勒
諸
部

　
　
　

は
突
灰
に
従
ひ
、
白
山
に
傍
う
て
居
り
、
ま
た
金
山
の
西
南
に
居
た
諸
部
族
と
共
に
、
そ
の
東
征
西
討
の
用
に
供
さ
れ
、
次
第
に
擾

扨

　

頭
の
勢
を
得
て
来
た
こ
と
ｘ
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ
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三

　

新
唐
書
回
弱
錐
及
び
通
弁
北
枕
傅
六
餓
勒
の
條
に
は
、
唐
初
漠
北
に
於
け
る
眠
勒
諸
部
の
方
位
が
詐
延
陀
を
基
勘
と
し
て
粗
略
な

が
ら
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
回
鵬
は
「
居
評
延
陀
北
娑
陵
水
側
、
距
京
師
七
千
里
」
（
四
Ｊ
）
と

‘見
え
て
セ
レ
ン
ガ
河
上
に
居
り
、
評
延
陀

は
そ
の
南
に
富
る
か
ら
オ
。
ル
ホ
ン
河
域
に
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
肺
延
陀
の
員
珠
既
伽
可
汗
夷
男
が
「
牙
を
勢
督

軍
山
に
樹
っ
、
・
京
師
に
直
す
る
こ
と
西
北
六
千
里
」
（
四
大
）
と
云
ふ
の
も
、
こ
め
河
域
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
’
蔀
延
陀
の
東
界

に
多
覧
葛
が
同
羅
水
即
ち
ト
ラ
河
に
演
し
て
居
り
、
多
雪
葛
の
北
に
鮮
評
、
西
北
に
阿
鉄
、
東
に
僕
骨
が
ゐ
だ
。
僕
骨
は
「
具
同
１
　

宿
敦
隣
好
最
居
北
逡
」
（
皿
一
）
と
記
さ
れ
、
同
羅
は
「
在
蔀
延
陀
北
多
雪
葛
之
東
」
（
四
万
）
と
あ
る
か
ら
、
多
覧
葛
の
東
で
も
北
方
に
僕

骨
、
南
方
に
同
羅
が
ゐ
て
、
宿
敦
隣
好
の
開
係
に
あ
っ
た
。
同
羅
は
突
獣
碑
文
所
見
の
１
　
ｏ
≪
ｒ
ａ
に
し
て
、
ト
ラ
河
の
水
名
に
因
ん

だ
名
栃
に
相
違
な
い
。
笑
結
・
思
結
に
就
い
７
は
「
炎
結
處
同
羅
北
、
思
有
在
延
陀
政
牙
、
二
部
合
兵
二
萬
」
（
四
万
）
と
兄
え
、
「
二

部
合
兵
二
萬
」
と
あ
る
か
ら
に
は
隣
接
し
て
ゐ
た
ら
し
く
、
同
羅
・
僕
骨
と
解
辞
の
間
に
介
在
し
て
ゐ
た
と
推
定
出
来
る
。
な
ほ
抜

野
古
は
僕
骨
の
東
境
に
在
っ
て
昧
縞
と
隣
り
し
、
契
必
は
多
雪
葛
の
南
に
在
り
、
白
書
は
抜
野
古
の
東
に
在
る
と
も
、
鮮
卑
の
政
地

に
居
り
同
羅
・
僕
骨
と
接
し
て
ゐ
た
と
も
記
さ
れ
て
ゐ
る
（
恥
皿
傅
下
）
。
こ
ｘ
で
注
意
す
べ
き
は
川
弱
の
南
に
居
る
肺
延
陀
と
同
羅

の
南
に
在
る
醇
延
陀
と
は
異
る
こ
と
で
あ
る
。
同
１
　
の
南
に
在
る
蒔
延
陀
と
は
、
莉
唐
書
餓
勒
傅
に

　
　

「
貞
観
」
四
年
、
平
突
新
頷
利
之
後
朔
塞
堅

　
　

三
百
里
。

と
あ
る
評
延
陀
に
富
る
べ
く
、
餓
勒
諸
部
の
方
位
は
ｙ
ル
ホ
″
河
域
及
び
ト
ラ
河
の
南
方
に
設
け
ら
れ
た
評
延
陀
の
牙
帳
を
基
鮎
と

し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
ｘ
な
る
。
是
等
諸
部
族
の
間
に
於
て
著
し
い
事
象
は
部
族
の
融
合
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
肺
延
陀
は
通
典
声
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秋
傅
六
同
條
に

　
　
　
　

餓
勒
之
別
部
也
、
輿
邪
部
雑
居
、
因
破
邪
延
陀
。

　
　

と
見
え
、
訴
唐
書
回
偶
傅
下
に
も
「
邪
延
陀
者
具
邪
種
雑
居
、
後
滅
延
陀
部
有
之
、
競
邪
延
陀
」
と
あ
る
如
く
、
邪
と
延
陀
の
両
部

　
　

よ
り
成
立
し
て
ゐ
る
。
所
麗
に
就
い
て
は
通
典
北
秋
傅
六
同
條
に

　
　
　
　

所
邪
亦
躍
勒
之
別
部
、
在
多
濫
葛
北
境
、
爾
姓
合
居
、
勝
兵
七
千
。

　
　

と
見
え
る
。
両
姓
合
居
が
多
濫
葛
と
所
邪
と
の
謂
で
な
い
こ
と
は
、
同
じ
く
通
典
北
秋
傅
六
多
濫
葛
の
條
に
そ
の
兵
数
を
示
し
て
、

　
　
　

「
勝
兵
萬
人
」
と
あ
る
に
徴
し
て
も
明
白
で
あ
っ
て
、
之
は
所
と
邪
口
術
姓
が
合
居
し
て
所
邪
部
を
形
成
し
て
。
ゐ
た
と
解
し
な
く
て

　
　

は
な
ら
ぬ
。
思
ふ
に
所
葬
の
邪
は
邪
延
陀
の
邪
に
営
る
に
相
違
な
い
。
思
結
が
「
延
陀
政
牙
」
に
在
り
、
矣
結
と
共
に
所
邪
と
同
９
　
・

　
　

１
　
骨
の
間
に
介
在
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ
と
既
に
推
定
し
た
所
で
あ
っ
て
、
延
陀
・
邪
・
所
の
三
部
は
隣
居
ま
た
は
雑
居
の
状
態
に

　
　

あ
り
、
そ
の
間
に
自
ら
邪
延
陀
・
鮮
麗
雨
部
の
結
成
を
見
た
こ
と
ｘ
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
通
典
北
秋
傅
六
契
茲
羽
の
條
に
は

　
　
　
　

契
泌
詞
在
多
濫
葛
南
、
雨
姓
合
居
、
勝
兵
三
千
。

　
　

と
あ
り
、
新
唐
書
回
罷
傅
下
に
も
「
契
茲
亦
曰
契
忌
詞
」
と
見
え
て
、
奏
薦
と
詞
の
雨
姓
が
合
居
し
て
契
茲
湖
を
形
成
し
た
と
解
さ

　
　

れ
る
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
唐
會
要
七
二
諸
蕃
馬
印
の
條
に
は

　
　
　
　

契
馬
具
阿
鉄
馬
相
似
、
在
閻
洪
達
井
已
北
濁
楽
水
已
唐
、
今
楡
渓
州
、
印
仝
。

　
　
　
　

茲
詞
馬
具
廻
屹
馬
相
類
、
在
特
勒
山
北
、
印
瓦
一
。

　
　
　
　

契
茲
馬
輿
債
唐
突
厭
相
似
、
在
涼
州
同
氏
岑
移
向
特
勒
山
住
、
印
和
一
。

Ｊ

　

と
記
さ
れ
、
契
・
忌
詞
及
び
契
忌
の
名
柳
を
皐
げ
て
ゐ
る
。
楡
渓
州
と
は
い
貞
観
二
十
一
年
（
六
四
七
）
躍
勒
に
六
府
七
州
を
設
け
た
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時
契
茲
に
ほ
か
れ
た
州
名
で
あ
る
・
仝
唐
文
八
平
契
芯
幸
宏
州
詔
に

　
　
　
　

共
契
芯
車
必
侯
斤
及
躍
勒
諸
姓
廻
屹
胡
緑
僕
利
登
（
大
迷
）
等
總
百
節
萬
戸
散
出
北
漠
ヽ
遠
遠
使
人
委
身
内
墨
ヽ
請
同
編
列
並
認

　
　
　
　

州
。

　
　

と
見
え
ヽ
契
芯
車
必
侯
斤
に
對
し
て
楡
渓
州
が
置
か
れ
た
と
推
定
出
来
る
。
然
る
に
、
契
は
「
今
楡
渓
州
」
、
茲
剥
は
「
在
特
勒
山

　
　

（
腿
榴
訃
門
ぎ
て
）
と
云
ふ
以
上
、
契
芯
剥
は
契
と
芯
羽
に
分
れ
て
ゐ
た
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
開
元
三
年
（
七
一

　
　

五
）
１
　
月
「
七
未
北
蕃
投
降
の
餓
勒
諸
部
中
に
契
都
督
邪
没
施
の
名
が
見
え
（
問
詣
計
四
）
、
契
部
は
開
元
年
間
に
は
既
に
存
在
し

　
　

て
ゐ
た
謬
で
あ
る
。
契
茲
剥
が
契
と
芯
と
刎
の
三
部
よ
０
成
つ
て
ゐ
た
か
、
或
は
契
お
と
刎
の
南
部
よ
り
成
り
、
後
契
と
茲
羽
に
分

　
　

れ
、
契
芯
は
涼
州
同
氏
岑
移
向
特
勒
山
に
處
る
部
衆
の
み
が
有
す
る
名
稲
と
な
つ
た
か
は
詳
で
な
い
に
し
て
も
、
契
茜
を
以
て
部
族

　
　

融
合
の
一
例
誼
と
解
す
る
こ
と
に
差
支
へ
た
い
。
ま
た
新
唐
１
　
回
鴉
傅
下
に
は
「
多
雪
葛
亦
多
濫
」
と
あ
り
、
恐
ら
く
多
雪
葛
も
多

　
　

麗
と
葛
の
雨
部
か
ら
成
つ
て
ゐ
た
と
１
　
へ
ら
れ
る
。

　
　
　

是
等
の
例
鐙
に
徴
す
る
た
ら
ば
、
漠
北
に
於
け
る
躍
勒
諸
部
に
部
族
融
合
を
著
し
い
特
徴
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
か

　
　

ｘ
る
事
象
は
葱
卒
に
起
る
の
で
は
な
く
し
て
、
可
成
り
の
長
期
に
亙
つ
て
相
互
に
共
通
の
脅
威
と
利
害
を
嘗
め
て
始
め
で
現
は
る
べ

　
　

き
で
あ
る
。
恐
ら
く
嬬
嬬
・
高
車
の
争
殴
並
び
に
突
灰
の
興
起
と
云
ふ
が
如
き
漠
北
に
於
け
る
勢
力
開
係
の
甚
だ
し
い
受
動
が
、
躍

　
　

勒
諸
部
を
し
て
自
ら
部
族
融
合
の
篠
蓮
に
向
ふ
も
の
あ
る
に
至
ら
し
め
た
と
思
ふ
。
先
き
に
隋
書
餓
勒
傅
に
濁
楽
河
の
北
に
居
る
と

　
　

し
て
列
學
さ
れ
た
諸
部
族
の
中
に
は
、
こ
の
地
域
に
岡
着
し
て
ゐ
た
と
確
認
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
一
定
の
地
域
に

　
　

比
較
的
長
く
固
着
し
て
ゐ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
か
ｘ
る
事
象
は
現
は
れ
難
い
と
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
肺
延
陀
・
契
必
を
部
族
融

　
　

合
の
例
誼
と
し
て
数
へ
た
の
で
あ
る
が
、
雨
者
に
就
い
て
最
初
に
記
載
の
見
え
る
隋
書
餓
勒
傅
に
抹
れ
ば
、
評
延
陀
・
契
落
は
そ
れ
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ぐ
金
山
の
西
南
及
。
び
伊
吾
以
西
焉
香
の
西
北
白
山
に
傍
う
ｔ
居
る
部
族
中
に
駈
げ
ら
れ
Ｔ

　
　

要
が
あ
る
。

　
　
　

菌
唐
書
餓
勒
傅
に
「
貞
観
」
四
年
平
突
販
談
利
之
後
、
夷
男
率
其
部
東
返
故
國
、
建
庭
於
都
尉
建
山
下
濁
運
河
之
南
」
と
見
え
る
。

　
　
　

こ
ｉ
に
云
ふ
「
故
國
」
は
「
延
陀
故
牙
」
と
共
に
葬
延
陀
の
散
地
が
ト
ラ
河
々
域
に
あ
つ
た
こ
と
を
傅
へ
る
重
要
た
史
料
と
す
る
に

　
　
　

足
る
。
思
結
呼
「
延
陀
政
牙
」
、
に
昇
り
。
矣
結
と
共
に
解
葬
と
同
１
　
・
僕
骨
の
間
に
介
在
乙
て
居
り
、
こ
の
地
域
に
於
て
肺
延
陀
・

　
　

ヽ
解
葬
の
南
部
が
形
成
せ
ら
れ
た
で
あ
、
ら
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
恐
ら
く
隋
代
に
金
山
の
西
南
に
ゐ
た
評
延
陀
は
、
「
延

　
　

陀
政
牙
」
「
故
國
」
の
存
在
す
る
ト
ラ
河
々
域
か
ら
移
轄
し
た
の
で
は
な
い
か
。
か
ゝ
る
推
定
の
傍
誼
と
」
て
隋
の
開
皇
末
に
於
け

　
　

る
竃
勒
分
散
の
事
変
を
指
値
し
得
よ
う
か
と
思
ふ
。
隋
書
喧
勒
傅
に

　
　
　
　
　

開
皇
末
習
王
廣
北
征
納
民
、
大
破
歩
迦
可
汗
、
。
躍
勒
於
是
分
散
。
・

　
　
　

と
あ
り
、
冊
府
元
胞
九
五
六
外
臣
部
種
族
篇
葬
延
陀
の
項
に
は

　
　
　
　
　

可
汗
姓
壹
利
咄
氏
、
代
焉
強
族
、
初
茄
茄
之
滅
也
、
並
属
於
突
款
、
隋
開
皇
中
啓
民
滅
都
濫
、
曜
勒
亡
敗
依
于
西
藩
。

　
　
　

と
見
え
て
ゐ
る
。
開
皇
年
階
東
突
款
は
１
（
賤
）
、
忠
（
皿
）
、
貿
（
警
言
汗
が
鼎
立
し
て
相
季
ふ
鴛
態
に
あ
つ
た
。
染

　
　
　

干
は
沙
鉢
略
可
汗
の
子
に
し
て
、
突
利
可
汗
と
跳
し
て
北
方
に
居
り
、
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
）
安
蓑
公
主
に
狗
せ
ら
れ
る
の
４
　
を
以

　
　
　

て
ヽ
南
し
て
度
斤
’
（
９
．
莽
ぢ
）
の
莉
鎖
に
徒
つ
た
（
四
皿
傅
）
・
度
斤
以
北
の
地
に
’
可
汀
を
揃
し
て
そ
の
地
域
の
餓
勒
を
統
べ
て
ゐ
た

　
　
　

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
染
干
の
倚
主
は
隋
が
北
夷
を
離
間
せ
ん
と
の
方
策
に
出
て
を
叫
、
雍
虞
聞
を
し
て
朝
貢
を
絶
つ

　
　
　

て
屡
々
逡
１
　
を
な
し
ヽ
「
有
隙
数
相
征
伐
」
（
四
四
傅
）
０
　
開
係
に
あ
つ
た
達
頭
の
た
め
に
、
染
干
を
攻
撃
す
る
に
至
ら
し
め
た
。
開
皇

５圃

　

１
　
九
年
（
五
九
九
）
染
干
は
隋
に
薪
朝
し
て
朔
州
の
大
利
城
に
居
り
、
雍
流
関
の
侵
掠
止
ま
ざ
る
に
依
り
、
更
に
河
南
に
遷
つ
て
夏
勝
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二
州
の
間
に
嫁
る
有
様
で
あ
っ
た
。
楊
素
・
韓
伶
壽
・
史
高
歳
・
姚
滸
を
し
て
そ
れ
ぐ
翁
州
・
慶
州
・
燕
州
こ
町
州
に
出
で
ｘ
罫
藍

　
　

可
汗
（
皿
寓
》
伐
た
し
め
ん
と
し
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
べ
隋
書
突
灰
傅
に

　
　
　
　

師
未
出
塞
而
部
藍
狐
共
廳
下
所
殺
、
地
頭
自
立
１
　
歩
迦
可
汗
、
其
國
大
飢
。

　
　

と
記
さ
れ
、
突
願
内
部
は
師
未
だ
出
で
す
し
て
部
藍
の
被
殺
、
地
頭
の
自
立
に
件
っ
て
國
大
い
に
飢
れ
た
。
か
ｘ
る
「
賊
内
情
離
其

　
　

主
被
殺
」
の
状
態
に
乗
じ
、
染
干
の
部
下
を
遣
っ
て
分
頭
招
慰
せ
し
め
よ
う
と
云
ふ
長
孫
晟
の
・
奏
請
に
基
い
て
（
皿
皿
心
４
　
）
、
ヽ
１
　
王

　
　

廣
北
征
納
民
大
い
に
歩
迦
可
汗
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
達
頭
は
管
王
廣
に
大
敗
し
た
が
、
そ
の
入
寇
は
た
ほ
檀
き
、
弟
子
侠
利
睦
七

　
　

遣
っ
嘉
東
よ
品
母
汗
（
べ
）
を
攻
め
１
　
　
め
（
昌
゛
）
、
仁
壽
元
年
（
六
〇
一
）
自
ら
塞
を
犯
よ
四
賢
二
）
、
賞
楊
杏
孚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　

を
途
っ
て
北
伐
し
た
際
、
阿
勿
思
力
僕
斤
等
の
南
し
て
啓
民
の
男
女
六
千
口
雑
畜
二
十
能
萬
き
掠
む
る
に
壹
０
　
、
大
い
に
之
を
破
っ

　
　

て
ゐ
る
（
四
皿
傅
）
。
蓋
し
達
頭
の
命
を
受
け
て
啓
民
の
男
女
雑
畜
を
掠
め
た
の
に
逞
ひ
な
い
。
然
し
な
が
ら
阿
勿
思
力
侯
斤
の
敗
北

　
　

後
「
自
妥
偕
蓉
認
添
窟
（
皿
脂
八
）
、
「
聚
昌
」
（
詔
壮
言
輦
と
な
り
、
仁
壽
元
年
五
月
己
丑
、
突
願
男

　
　

女
九
萬
口
が
来
降
し
た
の
も
（
皿
皿
に
）
こ
の
敗
北
に
開
聯
七
て
ゐ
る
事
項
と
思
は
れ
る
。
長
孫
晟
は
楊
素
の
北
伐
に
受
降
使
者
と
し

　
　

て
従
ひ
、
染
干
に
教
へ
て
使
者
を
分
遣
し
て
北
方
餓
勒
等
の
部
に
行
き
招
情
之
を
取
ら
し
め
る
こ
と
Ｘ
し
た
。
仁
壽
三
年
こ
ハ
○
三
）

　
　

躍
勒
の
思
結
・
伏
利
具
・
渾
・
解
薩
・
・
阿
以
・
僕
骨
等
十
能
部
が
盗
く
達
頭
に
背
い
て
来
げ
降
附
を
請
う
た
の
は
、
こ
の
招
携
の
結

　
　

果
で
あ
っ
て
、
隋
書
五
一
長
孫
晟
傅
に
「
達
頭
衆
大
潰
西
奔
吐
谷
渾
、
晟
途
染
干
安
置
于
債
ロ
」
と
見
え
、
地
頭
は
債
宿
の
虜
庭
を

　
　

失
ふ
と
共
に
電
勒
十
餓
部
の
背
叛
に
壹
ぴ
、
吐
谷
渾
に
西
奔
す
る
の
能
俄
な
き
に
至
っ
て
滅
び
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

開
皇
末
部
藍
の
被
殺
、
地
頭
の
自
立
に
件
ひ
そ
の
國
大
い
に
気
れ
た
と
云
ふ
突
灰
の
状
態
は
、
地
頭
の
西
奔
に
依
っ
て
益
々
混
貳

　
　

し
た
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
。
電
勒
の
分
散
も
か
χ
る
混
既
状
態
に
起
因
し
七
ゐ
る
の
で
あ
る
。
先
登
に
染
干
が
隋
に
諮
朝
し
て
以
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来
も
の
電
鈴
膳
部
に
對
す
る
胆
力
は
甚
だ
し
く
薄
れ
た
。
隋
書
突
灰
傅
に

　
　
　
　

詔
楊
素
篤
雲
州
道
行
軍
元
帥
率
啓
民
北
征
、
所
葬
等
諸
姓
初
附
于
啓
民
、
至
是
而
叛
。

　
　

と
あ
り
≪
解
除
等
の
。
如
ぐ
仁
壽
元
年
楊
素
・
啓
民
が
北
征
す
る
ま
で
は
な
ほ
啓
民
（
作
）
に
附
し
７
ゐ
た
諸
姓
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
ヽ

　
　

い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　
　
　
　
　

・

　
　
　

－

　
　

雍
虞
向
・
建
頭
に
肺
属
し
た
か
の
ｘ
多
か
っ
た
・
こ
と
は
、
仁
壽
三
年
ぼ
勒
十
能
部
が
雄
く
達
頭
に
叛
い
て
来
り
降
附
を
請
う
て
ゐ
る

　
　

の
に
徴
し
て
明
白
で
あ
る
・
然
し
な
が
ら
。
「
か
迦
奔
吐
谷
渾
ヽ
啓
民
逐
有
其
衆
」
（
四
四
傅
）
と
云
は
れ
ヽ
染
干
は
鐘
頭
の
百
奔
後
蹟

　
　

ロ
に
在
っ
て
再
び
躍
勒
１
　
能
部
及
び
達
頭
の
能
衆
を
領
有
し
た
と
思
は
れ
る
。
大
業
三
年
（
六
〇
七
）
場
帝
が
楡
林
に
幸
し
塞
外
に
出

　
　

で
突
餓
中
を
経
て
泳
郡
に
出
よ
う
と
し
た
時
の
こ
と
を
記
し
て
、
隋
書
長
孫
晟
傅
に

　
　
　
　
　

偽
恐
染
于
恐
龍
、
先
遣
晟
往
喩
旨
稀
述
帝
意
、
染
干
胎
之
、
因
召
所
部
諸
國
臭
書
室
掌
等
種
落
款
十
酋
咸
葦
。

　
　

と
あ
り
、
染
干
は
矣
書
室
掌
等
の
種
落
を
根
捷
と
し
て
、
そ
の
誉
力
を
漠
北
に
延
ば
し
て
ゐ
た
と
見
え
る
。

　
　
　
　

か
く
餓
勒
諸
部
は
染
干
及
び
雍
虞
閲
・
鐘
頭
の
如
き
東
突
啓
二
可
汗
の
勢
力
の
沿
長
に
庶
じ
て
従
馬
を
異
に
す
る
と
云
ふ
不
安
定

　
　

な
状
態
に
あ
っ
た
が
、
別
に
西
突
蕨
と
交
渉
を
持
つ
諸
部
が
あ
る
。
隋
書
躍
勒
傅
に

　
　
　
　
　

是
歳
（
七
四
）
泥
利
可
汗
及
粟
護
倶
被
餓
勒
所
敗
、
歩
迦
尋
亦
大
殴
。
。

　
　
　
　
　
　

｀

　
　

と
見
え
る
。
こ
の
泥
利
可
汗
及
び
葉
護
を
破
っ
た
報
勒
と
は
、
泥
利
の
後
を
縫
げ
る
處
１
　
可
汗
に
叛
い
た
餓
勒
に
営
る
に
違
ひ
な

　
　

い
。
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
百
突
獣
處
羅
可
汗
が
餓
勒
諸
部
を
撃
っ
て
厚
税
其
物
を
斂
め
、
’
ま
た
そ
の
魁
帥
款
百
人
を
集
め
て
霊
く
課

　
　

し
た
。
是
よ
り
一
時
に
反
叛
處
羅
可
汗
を
拒
み
、
逡
に
契
悪
歌
榜
を
推
し
て
易
勿
翼
莫
賀
可
汗
と
篤
し
て
貪
汚
山
に
居
力
、
葬
延
陀

　
　

乙
失
鉢
を
立
て
ｘ
也
哩
小
可
汗
と
篤
し
燕
末
山
を
保
せ
し
め
た
の
で
あ
る
（
皿
皿
訟
四
皿
傅
下
づ
こ
の
反
叛
に
は
契
必
・
肺
延
陀
二
部
の

″

　
　

み
゛
な
く
ヽ
回
亨
僕
骨
”
澗
苧
抜
野
古
も
加
は
づ
゛
ゐ
る
命
皿
四
し
・
恐
ら
く
泥
利
可
汗
を
破
っ
た
電
勒
も
ま
た
是
等
゜
諸
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部
に
し
て
、
冊
府
元
独
九
五
六
外
臣
部
種
族
篇
許
延
陀
の
項
に
「
隋
開
皇
中
啓
民
滅
鄙
濫
、
蹴
勒
亡
敗
依
于
西
藩
」
と
あ
り
、
開
皇

　
　

末
の
大
厄
の
た
め
に
亡
敗
西
突
頴
に
依
っ
た
諸
部
が
、
そ
の
可
汗
と
の
間
に
軋
俺
を
生
じ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
然
ら
ば
銀
勒
は

　
　

開
皇
末
よ
り
仁
壽
に
’
亙
る
突
獣
の
混
厄
鴛
態
の
下
に
於
て
東
酉
剛
突
灰
に
従
尨
す
る
こ
と
を
首
儀
な
く
さ
れ
た
。
思
結
・
伏
利
且
ぐ

　
　

渾
・
所
薩
・
阿
践
・
僕
骨
等
１
　
首
部
は
染
干
に
、
回
総
・
僕
骨
・
同
羅
・
抜
野
古
は
處
４
　
に
愚
し
た
の
で
あ
る
。
許
延
陀
・
契
必
二

　
　

部
は
こ
の
大
気
に
遭
う
て
亡
敗
西
突
阪
に
依
り
、
ス
ン
ガ
リ
ア
に
移
帖
し
た
の
で
は
な
い
か
。
確
勒
諸
部
が
。
そ
の
ま
大
兄
の
居
仕
地

　
　

に
ゐ
て
、
染
干
・
處
説
に
分
泌
し
た
と
云
ふ
の
み
で
は
「
銀
勒
於
是
分
散
」
と
云
ふ
隋
書
銀
勒
傅
の
一
句
が
遂
に
解
け
な
い
と
思

　
　

ふ
。
蓋
し
許
延
陀
・
契
必
の
原
任
地
は
部
族
融
合
の
著
し
い
ト
ラ
河
々
域
に
比
定
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

隋
末
唐
初
に
於
て
躍
勒
は
西
突
灰
處
屋
可
汗
に
叛
い
て
自
立
せ
る
契
必
・
藤
延
陀
及
び
回
総
・
僕
骨
・
同
羅
・
抜
野
古
を
主
態
と

し
て
活
動
し
、
遂
に
評
延
陀
の
浜
北
統
一
に
依
っ
て
、
突
威
に
代
り
浜
北
に
雄
覗
す
る
一
時
期
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
以
下
そ
の
沿
革

を
辿
る
な
ら
ば
、
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
契
必
歌
柵
は
易
勿
員
莫
賀
可
汗
と
な
っ
工
筒
昌
の
北
貪
汚
山
に
携
り
、
蕎
延
陀
乙
失
鉢
は
野

哩
小
可
汗
と
な
っ
て
燕
末
山
を
保
し
、
ま
た
回
総
は
僕
骨
・
同
４
　
・
抜
野
古
と
共
に
漢
北
に
侯
斤
を
槌
し
た
。
契
必
歌
拐
の
勢
力
は

相
常
に
強
大
で
あ
っ
た
と
見
え
、
隋
１
　
躍
勒
傅
に
「
伊
吾
高
昌
焉
香
諸
國
悉
附
之
」
と
あ
る
。
高
昌
王
麹
伯
雅
は
宗
女
華
容
公
主
に

倚
せ
ら
れ
、
大
業
八
年
（
六
一
二
）
冬
陥
蕃
、
令
を
國
中
に
下
し
て
被
髪
左
椎
を
改
め
て
恋
人
以
上
は
宜
し
く
解
辨
別
報
に
従
ふ
べ
き

を
論
し
て
ゐ
る
が
、
隋
書
高
昌
傅
に
そ
の
時
の
こ
と
を
記
し
て

　
　

然
伯
雅
先
臣
餓
勒
、
而
躍
勒
恒
遣
重
臣
在
高
昌
國
、
有
商
胡
往
来
者
、
則
税
之
逍
於
餓
勒
、
雖
此
令
取
悦
中
華
、
然
竟
畏
躍
勒
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而
不
敢
改
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

≒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐
‐

、
と
兄
え
る
。
こ
Ｘ
に
云
ふ
截
勒
と
は
契
必
歌
柵
を
指
し
て
ゐ
る
に
泣
ひ
な
い
。
歌
柊
は
ま
た
犯
塞
の
償
ひ
と
し
て
、
大
業
三
年
（
六

ｏ
七
）
攻
め
ｗ
吐
谷
渾
を
破
り
ヽ
そ
の
部
を
ｔ
散
せ
レ
め
た
こ
と
も
あ
三
鴎
靉
ま
］
詰
四
）
・
か
く
契
必
は
短
期
間
な
が
ら
強
大

　
　
　

で
あ
っ
迦
が
、
他
の
餓
勒
諸
部
の
状
態
は
史
料
を
訣
き
不
明
で
あ
る
。
新
唐
１
　
回
弱
傅
下
に

　
　
　
　
　

突
獣
射
曖
可
汗
復
彊
、
二
部
詣
可
汗
胱
往
臣
之
、
回
屹
・
抜
野
古
・
阿
践
・
同
羅
・
僕
骨
・
自
省
在
鯵
督
軍
山
者
束
附
始
畢
可

　
　
　
　
　

汗
、
乙
失
鉢
在
金
山
者
西
役
葉
護
可
汗
。

　
　
　

と
あ
り
、
東
西
両
突
朕
が
再
び
強
盛
と
訃
る
に
及
ん
で
、
そ
の
間
に
介
亦
す
る
餓
勒
諸
部
は
之
に
分
易
し
、
契
必
・
肺
延
陀
も
ま
た

　
　
　

可
汗
の
競
を
去
る
に
至
っ
た
と
兄
え
る
。
射
匿
可
汗
は
大
業
七
年
。
（
六
一
こ
冬
處
羅
可
汗
を
隋
に
入
朝
せ
し
め
て
以
後
強
盛
と
か

　
　
　

り
、
大
業
十
一
年
（
六
一
五
）
か
ら
武
徳
二
年
（
六
一
九
）
の
間
に
歿
し
心
、
弟
統
葉
護
可
汗
が
稿
い
で
ゐ
名
か
ら
、
契
必
歌
捨
が
可
汗

　
　
　

の
競
を
去
っ
た
の
は
、
大
業
八
年
以
後
間
の
な
い
こ
と
Ｘ
推
定
出
来
る
。
薯
唐
書
一
〇
九
契
必
何
力
傅
に

　
　
　
　
　

父
葛
、
大
業
中
綿
篤
莫
賀
咄
特
勒
、
以
地
偏
吐
谷
渾
、
所
居
陽
狭
、
又
多
疼
痛
、
逡
入
喩
茲
居
于
熱
海
之
上
、
ヽ
『
特
勒
死
何
力
年

　
　
　
　
　

九
歳
、
降
篤
大
供
利
韮
。

　
　
　

と
あ
り
、
新
唐
書
一
一
〇
同
傅
に
は
「
契
必
何
力
餓
勒
僻
論
易
勿
施
莫
賀
可
汗
之
孫
、
父
葛
、
隋
末
篤
莫
賀
咄
特
勒
」
と
見
え
る
。

　
　
　

契
必
歌
捨
は
可
汗
の
琥
を
去
っ
て
莫
賀
咄
特
勒
と
碍
し
、
ヽ
隋
末
葛
が
之
を
楼
ぎ
、
そ
の
死
後
契
必
何
力
は
更
に
降
っ
て
大
供
利
腿
と

　
　
　

な
っ
た
の
で
あ
る
。
之
は
歌
粉
が
可
汗
を
膳
す
る
以
前
の
柄
琥
に
か
へ
っ
た
詳
工
雑
と
器
・
粂
な
衰
顧
を
想
像
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　
　

且
つ
「
地
吐
谷
渾
に
鋸
り
居
る
所
陽
狭
叉
痘
痛
多
し
」
と
云
ふ
の
は
、
契
必
が
可
汗
の
肢
を
去
る
と
共
に
貪
汗
山
の
地
か
ら
吐
谷
渾

Ｊ

　

の
近
隣
に
居
を
徒
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
。
―
た
「
楡
滋
に
入
り
数
お
の
上
に
居
る
」
と
云
っ
て
も
、
契
必
の
部
衆
が
悉
く
徒
っ
だ
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辺

　

の
で
は
だ
か
ら
う
と
思
ふ
。
菌
唐
書
契
必
何
力
傅
に

　
　
　

’
貞
観
六
年
（
六
三
二
）
隨
共
母
今
衆
千
態
家
詣
沙
州
参
表
内
附
、
太
宗
置
其
部
落
於
甘
涼
。

　
　
　

と
兄
え
る
。
之
は
新
唐
書
室
項
傅
の
「
貞
観
六
年
冥
契
必
散
１
　
萬
内
属
」
と
云
ふ
記
事
に
參
照
さ
る
べ
く
、
賞
項
と
共
に
内
属
す
る

　
　
　

か
ら
に
は
熱
海
の
上
に
ゐ
た
部
衆
で
は
な
く
し
て
、
吐
谷
渾
の
近
傍
に
ゐ
た
契
必
と
推
定
さ
れ
、
之
が
甘
涼
の
間
に
置
か
れ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

あ
る
。
甘
涼
の
問
に
置
か
れ
た
契
必
の
た
め
に
唐
で
は
賀
蘭
州
を
設
け
た
ら
し
く
、
後
年
則
天
武
后
の
時
廻
柁
・
思
結
・
渾
三
部
と

　
　

共
に
漠
北
か
ら
甘
涼
二
州
の
地
に
徒
っ
た
契
必
は
（
皿
班
四
）
、
賀
蘭
州
に
９
　
合
さ
れ
た
如
く
思
は
れ
る
。
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
１
　
一

　
　

月
奈
巳
突
獣
が
甘
涼
等
の
州
に
寇
し
て
、
河
西
節
度
使
楊
敬
述
を
敗
り
、
契
必
部
落
を
掠
め
去
っ
た
と
云
ふ
の
も
（
皿
匹
　
　
）
、
こ
の
地

　
　

域
に
な
ほ
契
悪
部
落
が
存
在
し
て
瞭
左
に
し
て
、
唐
會
要
七
二
諸
蕃
馬
印
の
條
に
「
在
涼
州
閥
氏
岑
移
向
特
勒
山
住
」
と
記
さ
れ
る

　
　

契
必
は
、
こ
の
甘
涼
の
間
に
居
る
契
必
に
営
る
の
で
あ
る
。
兎
に
角
貪
汗
山
に
抹
っ
て
ゐ
た
契
必
は
可
汗
の
蓑
を
去
っ
て
以
後
急
速

　
　

に
衰
微
し
、
部
族
と
し
て
は
再
び
著
し
い
活
動
を
す
る
事
が
な
い
。
他
の
躍
勒
諸
部
も
ま
た
腿
い
か
に
東
西
爾
突
朕
に
従
湯
し
て
ゐ
た

　
　

と
兄
え
て
、
そ
の
活
動
を
傅
へ
る
殆
ど
何
等
の
記
録
も
な
い
の
で
あ
る
。
西
突
晰
は
射
匪
可
汗
の
後
を
統
葉
護
可
汗
が
鯛
ぎ
「
朕
立
後

　
　

始
開
土
宇
、
東
至
金
山
、
西
黄
糾
自
玉
門
已
西
諸
國
皆
役
湯
之
、
逞
呉
北
突
販
篤
敵
」
と
云
ふ
射
ぼ
の
状
勢
は

‘
、
統
葉
護
立
っ
て
益

々
喧
立
さ
れ
、
「
控
弦
撒
１
　
萬
覇
有
西
域
」
「
西
戎
之
勢
未
之
有
也
」
の
隆
盛
を
誇
る
に
至
っ
た
（
皿
皿
四
傅
）
。
略
々
時
を
同
じ
く
し

て
東
突
所
も
ま
た
大
業
五
年
（
六
〇
九
）
啓
民
可
汗
の
後
を
始
畢
可
汗
が
端
ぎ
、
隋
末
の
大
飢
に
遺
う
て
中
國
人
之
に
奔
る
者
多
く
、

「
其
族
強
盛
北
秋
之
盛
米
之
有
也
、
高
覗
陰
山
有
軽
中
夏
之
志
」
と
は
奮
唐
書
突
願
傅
の
傅
へ
る
所
で
あ
る
。
始
畢
可
汗
は
武
徳
二

年
（
六
一
二
）
四
月
歿
し
て
處
羅
可
汗
が
憐
ぎ
、
数
ヶ
月
に
し
て
歿
し
て
頷
利
可
汗
の
治
世
と
な
る
。
始
畢
・
處
羅
の
強
盛
は
頷
利
に

依
っ
て
憐
承
せ
ら
れ
、
「
頷
利
始
め
て
嗣
立
し
、
父
兄
の
置
を
承
け
て
兵
馬
強
盛
、
中
國
を
馮
陵
す
る
の
志
あ
り
」
と
云
ふ
（
四
四
皿
）
。
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隋
朝
め
倒
潰
に
件
ひ
中
原
が
混
乱
し
て
ゐ
る
に
乗
じ
て
、
東
西
雨
突
願
は
相
呼
息
し
て
未
曾
有
の
強
盛
を
致
し
た
‘
。
雨
勢
力
の
間
に

　

介
在
す
る
蹴
勒
諸
部
が
疆
か
に
之
に
一
分
属
し
か
の
も
、
自
然
の
趨
勢
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
蹴
勒
諸
部
に
再
び
活
動
の
機
會

　

を
輿
へ
だ
の
は
、
貞
観
の
初
年
強
大
な
雨
勢
力
の
紀
綱
漸
く
崩
れ
た
際
で
、
金
山
の
西
宮
よ
り
す
る
葬
延
陀
の
東
遷
が
漠
北
の
。
勢
力

　

開
係
を
一
韓
せ
し
め
る
契
機
と
な
っ
て
ゐ
る
。
荷
唐
書
突
願
傅
に

　
　
　

貞
観
元
年
（
六
二
七
）
陰
山
以
北
肺
延
陀
・
廻
絶
・
抜
也
古
等
部
皆
相
率
背
叛
、
撃
走
其
欲
谷
設
、
頗
利
遣
突
利
討
之
、
師
又
敗

　
　
　

績
軽
騎
奔
還
、
頷
利
怒
拘
之
１
　
節
日
、
突
利
由
是
怨
望
内
欲
背
之
。

　

と
見
え
る
。
こ
の
背
叛
に
は
蒔
延
陀
・
廻
柁
・
抜
也
古
並
び
に
同
１
　
・
僕
骨
等
十
能
部
が
加
は
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
通
典
北
秋
傅
突
願

　

上
り
項
及
び
茸
唐
書
ｊ
八
八
張
公
謹
傅
に
依
っ
て
知
ら
心
、
恐
ら
く
鋼
北
に
於
け
る
躍
勒
諸
部
が
悉
く
叛
い
た
と
思
ぽ
れ
る
・
欲
谷
設

ヽ
は
頷
利
の
子
に
し
て
、
拓
設
阿
史
那
雄
余
と
共
に
回
乾
・
僕
骨
・
同
羅
の
諸
部
を
分
統
し
て
を
り
、
躍
勒
諸
部
は
先
づ
欲
谷
設
を
破

　

ヽ
り
、
次
い
で
拓
設
を
必
破
っ
て
ゐ
る
（
四
皿
１
　
１
か
餉
）
。
突
利
可
汗
は
元
来
東
偏
に
在
っ
て
矣
零
契
丹
抹
褐
等
数
１
　
部
を
管
轄
し
・
て
ゐ

　

た
が
、
徴
税
度
た
く
諸
部
多
く
之
を
怨
み
、
貞
観
の
初
め
晨
鶏
等
が
唐
に
来
降
す
る
の
こ
と
あ
っ
て
頷
利
の
怒
り
を
買
ひ
、
そ
の
償

　

ひ
と
し
ｔ
評
延
陀
を
撃
ち
敗
績
し
た
の
で
あ
る
（
四
皿
皿
）
。
こ
の
眠
勒
諸
部
の
背
叛
を
理
解
す
る
に
は
、
前
提
と
し
て
頷
利
可
汗
の

　

施
政
舷
態
を
考
へ
て
見
る
要
が
あ
る
。
荷
唐
書
突
願
傅
に

　
　
　

頷
利
毎
委
任
諸
胡
疎
遠
族
類
、
胡
人
貪
胃
性
多
翻
覆
、
以
故
法
令
滋
彰
兵
革
歳
動
、
‐
國
人
１
　
　
之
諸
部
捌
貳
、
頻
年
大
雲
六
畜
多

　
　
　

死
、
國
中
大
叙
、
頷
利
用
度
不
給
、
復
重
斂
諸
部
、
由
是
下
不
堪
命
、
内
外
房
叛
之
。

　

と
あ
り
、
新
唐
書
突
飯
傅
も
ま
た
同
様
に
傅
へ
、
た
ゞ
頷
利
が
華
士
趙
徳
言
を
得
て
そ
の
人
の
材
能
を
認
め
、
之
に
委
任
し
て
梢
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

國
政
を
専
ら
に
し
た
一
事
を
附
加
し
て
ゐ
る
。
頷
利
可
汗
が
政
を
委
ね
た
胡
人
と
は
康
國
人
の
謂
に
し
て
、
そ
の
施
政
が
法
令
滋
彰
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兵
革
歳
動
の
有
謐
で
あ
っ
た
た
め
に
、
用
受
給
せ
す
諸
部
に
重
斂
す
る
結
巣
と
な
０
、
内
に
は
族
類
を
疎
遠
に
し
て
不
平
を
招
ぺ

　

外
に
は
諸
部
を
摺
貳
せ
し
め
る
に
至
っ
だ
。
加
ふ
る
に
頻
年
の
大
雪
大
磯
の
天
災
が
あ
っ
て
、
混
暇
を
促
す
機
會
が
具
へ
ら
れ
た
の

　

で
あ
る
。
か
ｘ
る
突
灰
内
部
の
政
飢
は
武
徳
九
年
（
六
二
六
）
八
月
唐
太
宗
と
順
利
可
汗
が
便
１
　
に
和
習
し
て
（
一
心
四
四
１
１
）
以
後
の
状

　

態
で
あ
る
や
う
に
兄
え
る
。
新
唐
書
一
〇
五
張
孫
無
忌
傅
に
「
突
織
葡
利
可
汗
已
麗
而
政
暇
、
諸
将
請
逡
討
之
」
と
あ
り
、
同
書
八

　

七
梁
師
都
傅
に
も
「
遂
窺
濯
橋
後
政
殴
」
と
記
さ
る
。
躍
勒
４
　
節
部
の
背
叛
に
は
こ
の
政
眼
天
災
が
背
景
と
な
っ
て
ゐ
る
に
逡
ひ
な

　

い
。
背
叛
の
年
次
に
就
い
て
は
雨
唐
書
突
織
傅
・
通
典
北
秋
傅
上
の
項
共
に
貞
観
元
年
の
こ
と
ｉ
し
て
記
し
、
芳
治
通
鑑
も
ま
た
貞

。
観
元
年
の
最
後
に
こ
の
背
叛
を
傅
へ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
貞
観
元
年
と
見
て
誤
り
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
な
ほ
調
べ
る
と
、
新
唐
書
一

　

一
〇
阿
史
那
肘
余
毎
は
貞
観
元
年
と
す
る
の
に
對
し
て
、
奮
唐
書
一
〇
九
同
傅
に
は
「
武
徳
九
年
（
六
二
右
）
延
陀
・
廻
紘
等
諸
部
皆

　

叛
」
と
あ
り
、
冊
府
元
輸
外
臣
部
響
怨
篇
に
も
同
じ
記
録
が
見
え
て
ゐ
る
。
之
に
參
照
さ
る
べ
き
は
冊
府
元
駒
外
臣
部
交
侵
篇
に

　
　

唐
高
岨
武
徳
末
突
腹
阿
史
那
祀
爾
入
侵
中
國
、
鮎
而
退
延
陀
・
廻
屹
等
部
皆
叛
破
欲
谷
設
。

　

と
云
ふ
記
事
で
あ
る
。
恐
ら
く
阿
史
那
祀
爾
は
武
徳
九
年
頷
利
可
汗
の
入
寇
に
従
っ
て
を
り
、
同
年
八
月
乙
肖
便
橋
に
和
盟
し
て
の

　

肺
途
肺
延
陀
・
廻
紘
等
の
背
叛
に
出
行
っ
た
の
で
あ
る
。
欲
谷
設
と
共
に
廻
屹
・
僕
骨
・
同
１
　
を
分
統
し
て
ゐ
た
阿
史
那
祀
爾
が
南

　

侵
し
て
統
轄
の
弛
ん
だ
の
に
乗
じ
て
、
欲
谷
設
を
破
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
餓
勒
１
　
節
部
の
背
叛
は
武
徳
九
年
八
月
に
近
き
頃
既
に
起

　

っ
て
ゐ
た
と
推
定
出
来
名
。
然
ら
ば
こ
の
背
叛
の
年
次
は
金
山
の
西
南
に
ゐ
だ
評
延
陀
の
東
遷
と
如
何
な
る
開
係
に
立
つ
の
で
あ
る

　

か
。
奮
唐
書
餓
勒
傅
に

　
　

貞
則
二
年
（
六
二
八
）
葉
護
可
汗
死
、
其
國
大
眼
、
乙
失
鉢
之
孫
曰
夷
男
、
孝
其
部
落
七
萬
節
家
附
于
突
販
、
遇
順
利
之
政
衰
、

　
　

夷
男
率
其
徒
尨
反
攻
頷
利
大
破
之
。
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と
見
え
る
。
。
新
唐
書
回
鴉
傅
下
に
も
略
々
同
様
の
記
事
を
載
せ
て
ゐ
る
が
、
「
其
國
大
気
」
を
「
其
國
気
」
に
、
「
遇
談
利
之
政
衰
」

を
「
後
突
朕
衰
」
に
改
め
て
ゐ
る
。
何
れ
に
し
て
も
貞
観
二
年
統
葉
護
可
汗
死
し
て
西
突
蕨
が
気
れ
た
た
め
に
、
東
遷
し
て
東
突
灰

の
談
利
可
汗
に
附
し
た
と
す
る
に
腱
り
な
い
の
で
あ
る
。
資
治
通
鑑
は
貞
観
元
年
の
最
後
の
條
に
「
統
葉
護
勢
衰
へ
、
乙
失
鉢
の
孫

夷
男
部
落
七
萬
齢
家
を
帥
ゐ
て
談
利
可
汗
に
附
す
」
と
述
べ
、
貞
観
二
年
の
最
後
の
條
に
「
西
突
服
統
葉
護
可
汗
共
伯
父
の
殺
す
所

と
な
る
」
と
記
し
て
、
夷
男
の
東
遷
と
統
葉
護
可
汗
の
死
を
置
別
し
て
ゐ
る
。
夷
男
の
東
遷
が
、
貞
観
元
年
或
は
二
年
の
何
れ
で
あ

る
か
は
決
定
し
難
い
け
れ
ど
丸
二
年
十
一
月
に
公
電
勒
諸
部
は
夷
男
を
可
汗
に
推
戴
し
よ
う
と
す
ろ
迄
に
な
っ
た
（
皿
如
四
皿
涸
）
ｌ

新
唐
書
突
敗
傅
上
に

　
　

談
利
之
立
、
用
玖
弟
篤
延
陀
設
主
延
陀
部
、
歩
利
設
主
硲
部
、
統
特
勒
主
胡
部
、
解
特
勒
主
語
葬
部
、
以
突
利
可
汗
主
契
丹
昧

　
　

鵜
部
、
樹
牙
南
直
幽
州
、
東
方
之
衆
皆
属
焉
。

と
見
え
る
。
之
は
談
利
可
汗
の
立
っ
た
武
徳
二
年
（
六
一
九
）
以
後
の
状
態
に
し
て
、
談
利
が
次
弟
を
以
て
延
陀
設
と
篤
し
延
陀
部
を

主
ら
し
め
た
と
云
ふ
以
上
、
少
く
と
も
武
徳
年
間
既
に
東
突
販
に
属
し
た
肺
延
陀
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
恐
ら

く
評
延
陀
に
は
隋
の
開
皇
末
の
大
気
に
際
し
て
金
山
の
西
南
に
斎
徒
し
た
も
の
と
、
ト
ラ
河
々
域
に
残
留
し
た
も
の
と
が
あ
っ
て
、

談
利
可
汗
が
延
陀
設
を
し
て
統
べ
し
め
た
葬
延
陀
は
こ
の
残
留
し
た
部
衆
に
富
る
べ
く
、
之
が
武
徳
九
年
廻
紀
・
抜
野
古
等
と
共
に
叛

い
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
夷
男
は
部
落
七
萬
齢
家
を
亭
ゐ
て
貞
観
元
年
或
は
二
年
に
東
突
朕
に
来
り
、
既
に
叛
け
る
諸
部
に
合
流

し
て
そ
の
主
脳
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
談
利
可
汗
は
唐
が
突
恢
の
弊
に
乗
ぜ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
兵
を
引
い
て
朔
州
に
入

　
　
　

り
そ
の
攻
撃
に
備
へ
る
有
様
ご
は
た
い
に
し
て
も
、
主
力
を
南
方
に
注
が

Ｊｕ

　

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
内
部
の
不
和
、
天
災
の
好
條
件
と
相
侯
っ
て
、
戻
貳
を
急
速
に
値
大
化
せ
し
め
た
に
違
ひ
た
い
。
既
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に
貞
観
。
二
年
十
一
月
躍
勒
諸
部
は
夷
男
を
可
汗
に
推
戴
し
よ
う
と
し
た
が
敢
へ
て
営
ら
す
、
三
年
営
に
頷
利
を
圖
ら
ん
と
す
る
唐
太

宗
の
冊
立
が
あ
っ
て
、
始
め
て
員
珠
吐
伽
可
汗
と
栃
し
、
牙
を
柵
督
軍
山
に
建
て
た
。
翌
年
東
突
販
の
滅
亡
後
夷
男
は
東
し
て
故
國

に
か
へ
り
、
庭
を
都
尉
挺
山
下
狽
蕩
河
の
南
に
建
て
、
詣
長
子
曳
莽
を
し
て
東
方
を
、
嫡
７
　
抜
酌
を
し
て
西
方
を
統
べ
し
め
て
、
南

北
部
と
貿
し
た
。
唐
會
要
九
六
肺
延
陀
の
項
に
孫
れ
ば
、
曳
莽
は
雑
種
を
統
べ
、
抜
酌
は
延
陀
の
部
衆
を
統
べ
た
と
云
ふ
。
而
し
て

曳
莽
・
抜
酌
は
貞
槻
十
二
年
（
六
三
八
）
九
月
そ
れ
ぐ
突
利
失
可
汗
・
肆
葉
護
可
汗
に
冊
立
さ
れ
て
ゐ
る
。
蓋
し
唐
大
宗
は
藤
延
陀

の
太
盛
な
る
を
恐
れ
、
外
優
崇
を
示
し
て
賓
は
そ
の
勢
を
分
た
ん
と
欲
し
、
小
可
汗
に
冊
立
し
た
の
で
あ
三
昌
蹴
ご
・
監

問
に
於
て
躍
勒
諸
部
の
酋
長
は
僕
斤
ま
た
は
侯
利
冊
を
揃
し
、
廻
紘
の
菩
薩
の
み
は
活
頷
利
冊
を
琥
し
て
葬
延
陀
に
陥
属
し
て
ゐ
た

如
く
思
は
れ
る
。

　

詐
延
陀
・
廻
紘
・
抜
野
古
等
躍
勒
十
能
部
の
頷
利
可
汗
に
對
す
る
背
叛
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
は
れ
た
藤
延
陀
の
建
國
に
依
っ
て

涜
北
の
状
勢
は
一
轄
し
た
。
突
版
は
唐
と
躍
勒
と
の
挾
撃
に
Ｉ
媛
う
て
潰
’
え
、
能
衆
或
は
藤
延
陀
に
走
り
西
域
に
入
り
、
而
も
唐
に
米

降
す
る
者
な
ほ
１
　
除
萬
あ
っ
た
と
云
は
れ
（
作
皿
４
１
　
）
ヽ
漠
北
が
躍
勒
の
み
の
活
動
の
禄
地
と
な
る
に
至
・
つ
だ
の
は
、
こ
の
背
叛
に
依

び
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
し
醇
延
陀
の
隆
盛
は
員
珠
吐
伽
可
汗
一
代
の
問
に
し
て
、
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
可
汗
の
死
後
内
紛
あ

り
、
曜
勒
諸
部
の
離
叛
と
唐
の
討
撃
に
壹
う
て
滅
亡
し
た
と
は
い
へ
、
突
頴
の
能
衆
は
漠
南
に
在
っ
て
唐
の
頴
南
下
に
能
喘
を
保
ち

漠
北
が
瞰
勒
諸
部
の
禄
地
た
る
こ
と
に
は
、
突
獣
の
復
興
期
に
至
る
ま
で
使
り
な
い
所
で
あ
る
。
貞
観
二
十
年
詐
延
陀
の
滅
亡
後
唐

は
翌
二
１
　
一
年
餓
勒
諸
部
に
六
府
七
州
を
設
け
、
故
軍
于
台
に
燕
然
都
護
府
を
置
い
て
之
を
統
べ
し
め
、
ま
た
債
南
鵬
鵜
泉
以
北
に

過
郵
六
十
八
所
を
置
き
、
そ
の
勢
力
を
遠
く
漠
北
に
振
張
せ
し
め
た
。
唐
の
勢
力
下
に
あ
っ
て
蹴
勒
諸
部
は
延
陀
の
餓
衆
を
討
ち
、

阿
史
那
祀
鼻
を
破
り
、
或
は
高
句
麗
征
伐
に
加
は
り
、
阿
史
那
賀
魯
征
討
に
従
ふ
と
云
ふ
風
に
、
そ
の
東
征
西
討
の
用
に
供
さ
れ
た
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、
の
で
あ
る
が
、
漸
く
そ
の
轜
絆
を
脆
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
起
っ
て
来
た
。
頚
慶
五
年
。
（
六
六
〇
）
よ
り
龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
に
亙
る

躍
勒
九
姓
の
叛
貳
は
そ
の
現
は
れ
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
頴
慶
五
年
八
月
鄭
仁
泰
は
悉
結
・
抜
也
古
・
僕
骨
・
同
騒
と
戦
う
て
之
を
敗
り
、

龍
朔
元
年
４
　
月
鄭
仁
泰
’
蕭
嗣
業
゜
阿
史
那
忠
は
躍
勒
を
伐
ち
ヽ
二
年
三
月
鄭
仁
泰
躍
勒
と
天
山
に
戦
う
て
之
を
敗
り
（
匹
錨
四
三
）
ゴ
ニ

年
春
正
月
鄭
仁
泰
等
師
を
帥
ゐ
三
瓶
勒
の
餓
種
を
討
ち
婁
く
之
を
平
げ
７
ゐ
る
（
一
匹
皿
一
－
四
）
・

　

鰭
塑
二
年
啓

府
と
改
め
て
浜
北
忙
徒
し
た
の
は
、
こ
の
叛
氾
鎮
定
後
に
於
て
躍
勒
に
對
す
る
唐
の
勢
力
を
強
化
せ
ん
た
め
で
あ
っ
た
。
潮
海
都
護

府
は
總
章
二
年
（
六
六
九
）
安
北
部
護
府
と
改
孵
さ
れ
、
垂
挑
元
年
（
六
八
五
）
同
羅
・
僕
骨
等
諸
部
の
叛
飢
が
あ
り
、
遂
に
同
城
に
僑

置
さ
れ
る
こ
と
ｘ
な
る
（
皿
匹
）
。
部
護
府
の
同
喊
僑
置
は
鍼
勒
よ
對
す
る
唐
の
勢
力
が
甚
だ
し
く
薄
れ
た
こ
と
の
諮
左
に
違
ひ
な
い

の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
既
に
浜
南
に
於
て
突
願
の
復
興
が
そ
の
緒
に
就
い
て
ゐ
る
｀
。
唐
の
勢
力
下
に
於
け
る
餓
勒
の
沿
革
は
敗
岩
佐

學
士
の
論
喘
「
突
願
の
復
興
に
就
い
で
」
に
精
し
く
考
瞭
さ
れ
て
あ
り
、
簡
輦
な
叙
述
に
止
め
て
、
次
把
突
願
の
復
興
期
に
於
け
る

餓
勒
の
舷
態
を
考
祭
の
對
象
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
。

　

肺
延
陀
の
滅
亡
以
後
突
款
の
復
興
期
を
通
じ
て
、
餓
勒
は
九
姓
餓
勒
を
主
卿
と
し
て
活
動
し
て
ゐ
る
。
既
知
の
如
く
、
唐
會
要
九

八
廻
総
の
項
に
は
九
姓
と
し
て
廻
総
・
僕
固
・
渾
・
抜
曳
固
・
同
羅
・
思
結
・
契
必
・
阿
布
思
・
骨
脊
屋
骨
を
皐
げ
、
後
の
二
姓
は

恐
ら
く
天
賓
後
始
め
て
七
姓
と
斉
列
し
た
と
云
ふ
。
天
賓
以
前
に
於
て
阿
布
思
’
・
骨
帯
屋
骨
に
代
る
べ
き
名
碍
が
何
で
あ
る
か
は
、

明
確
な
史
料
の
出
な
い
限
り
決
定
し
難
い
。
唐
會
要
七
三
霞
州
都
督
府
の
條
に

　
　

開
元
元
年
（
七
一
三
）
復
以
九
姓
部
落
置
泉
蘭
・
燕
然
・
燕
山
・
誤
ｍ
・
孟
鹿
『
・
燭
龍
等
六
州
並
鳥
鑑
州
。
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j拓

と
あ
り
、
蓉
唐
書
三
八
地
理
志
で
は
来
蘭
を
東
皐
蘭
に
、
興
鹿
を
皺
鹿
に
作
づ
て
ゐ
る
。
皐
蘭
・
燕
然
・
稿
田
・
難
鹿
は
貞
観
二
４
　

一
年
電
勒
諸
５
　
に
六
府
七
州
を
設
け
た
際
の
州
府
名
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
渾
・
多
鯉
葛
・
阿
政
・
矣
結
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

燭
龍
州
は
貞
観
二
１
　
二
年
三
月
潮
沁
都
督
倶
４
　
勃
部
に
置
か
れ
（
皿
匹
）
ヽ
東
皐
蘭
州
は
渾
部
を
以
て
置
か
れ
た
（
皿
皿
皿
匹
に
て
た
ゞ

燕
山
の
み
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
州
名
か
ら
推
す
た
ら
ば
、
開
元
元
年
六
州
を
設
け
た
九
姓
部
落
と
は
、
倶
１
　
勃
は
回
鵬
の
一
姓

　
　
　
　
　

⑩

嘱
羅
勿
に
営
る
か
ら
除
外
す
る
に
し
て
も
、
多
雪
葛
・
阿
鉄
・
興
結
を
含
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
之
が
唐
會
要
九
八
廻
総
の
項
所

見
の
九
姓
と
如
何
な
る
閲
係
に
立
つ
か
、
參
照
す
べ
き
記
録
を
紋
き
、
そ
の
消
息
を
明
か
に
し
難
い
。
然
し
た
が
ら
唐
初
に
は
九
姓

は
既
に
成
立
し
て
を
り
、
評
延
陀
の
滅
亡
以
後
突
願
の
復
興
期
を
通
じ
て
電
勒
が
九
姓
と
云
ふ
一
個
の
聯
合
胆
を
主
胆
と
し
、
他
の

餓
勒
諸
部
は
之
に
附
隨
的
に
活
動
す
る
に
止
る
こ
と
は
、
常
時
の
・
史
籍
を
絡
く
者
の
了
解
し
得
る
所
と
思
ふ
。
暗
勒
と
云
ふ
名
将
が

漸
く
九
姓
躍
勒
の
略
栃
の
観
を
呈
し
来
る
の
も
、
躍
勒
の
主
胆
が
九
姓
に
あ
っ
た
故
に
外
な
ら
ぬ
。
突
願
碑
文
に
於
て

　

ｉ
　
ｃ
ｑ
ｕ
ｚ

（
）
ｌ
ｓ
の
活
・
動
の
み
狽
り
顕
著
で
あ
る
の
も
、
之
と
規
を
ブ
に
す
る
事
項
で
あ
ふ
。

　

突
願
復
興
の
岨
骨
咄
縁
可
汗
ｕ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
　
　
　
（
ｊ
ａ
ｒ
ａ
ｎ

　

は
調
露
永
隆
中
（
六
七
九
－
六
八
〇
）
に
於
け
る
軍
于
府
の
大
酋
温
傅
・
奉
職
二

部
の
叛
を
承
け
て
永
塙
元
年
（
六
八
二
）
立
ち
、
亡
散
を
喩
し
て
總
材
山
を
保
し
、
ま
た
黒
沙
峨
に
治
し
て
衆
五
千
を
有
し
た
。
蕉
唐

書
突
販
傅
に
「
叉
抄
掠
九
姓
得
４
　
馬
甚
多
、
漸
至
強
盛
、
乃
自
立
篤
可
汗
、
以
其
弟
獣
啜
篤
設
、
咄
悉
匍
篤
葉
護
」
と
あ
り
、
九
姓

を
抄
掠
し
て
漸
く
強
盛
に
た
っ
た
と
傅
へ
ら
る
。
瞰
欲
谷
碑
文
に
嫁
れ
ば
、
骨
咄
縁
は
唐
と
十
七
度
、
契
丹
と
七
度
、
九
姓
と
五
度

戦
っ
て
ゐ
る
只
誂
）
。
骨
咄
祗
が
狽
立
の
旗
幟
を
掲
げ
て
Ｃ
ｕ
ｒ
a
i
-
ｑ
ｕ
ｚ
i
と
Ｃ
ａ
ｒ
ａ
-
ｑ
ｕ
ヨ

　

に
抹
っ
て
ゐ
た
際
に
、
九
姓
の
民
に
可
汗

が
立
ち
Ｑ
ｕ
n
i
　
Ｓ
'
ａ
ｒ
ｊ
ｉ
ｌ
ａ
｡
　
Ｔ
ｏ
;
ｊ
ｒ
ａ
　
Ｓ
ａ
ｍ
ｉ
ｇ
を
唐
と
契
丹
に
途
っ
て
突
願
を
挾
撃
し
よ
う
と
切
騎
報
が
あ
っ
た
。
瞰
欲
谷
は
骨
咄
縁

を
助
け
て
九
姓
を
破
り
、
骨
咄
祗
と
九
姓
の
民
を
ば
Ｑ
ｔ
ｉ
ｉ
ｋ
ａ
ｎ
の
地
に
導
き
、
自
ら
も
こ
ｘ
に
居
を
定
め
た
と
云
ふ
（
Ｈ
こ
）
。
従
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つ
て
骨
咄
締
の
九
姓
に
對
す
る
開
係
は
、
輩
な
る
抄
掠
に
止
ま
ら
寸
、
屡
々
九
姓
を
破
り
、
Ｏ
ｔ
ｉ
ｉ
ｋ
ａ
ｎ

　

の
地
も
突
灰
の
民
の
禰
る
所

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
骨
咄
祗
が
死
ぜ
る
時
九
姓
の
汐
ｓ
ｏ
岬
～
を
先
頭
の
ｂ
ａ
ｌ
ｂ
ａ
ｌ
と
し
て
建
て
た
と
云
ふ
の
も
（
｛
回
・
｝
、
九

姓
撃
破
の
明
澄
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

⑩

　

天
授
二
年
（
六
九
一
）
骨
咄
縁
の
後
を
楼
げ
る
厭
啜

　

Ｑ
ａ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
　
Ｑ
ａ
ｒ
ａ
ｎ

　

と
九
姓
と
の
開
係
を
傅
へ
る
史
料
も
僅
少
に
し
て
詳
細

に
知
る
を
得
難
い
の
で
あ
る
が
、
新
唐
書
回
鵠
傅
に

　
　

武
后
時
突
厭
獣
啜
１
　
盛
取
截
勒
故
地
、
故
回
総
員
契
必
、
２
　
結
・
渾
三
部
度
債
徒
甘
涼
間
。

と
兄
え
、
厭
啜
彊
盛
の
た
め
に
回
総
は
契
必
・
思
結
・
渾
三
部
と
共
に
情
を
度
り
甘
涼
の
間
に
徒
っ
て
ゐ
る
。
唐
曾
要
九
八
廻
総
の

項
に
抹
れ
ば
「
比
末
葉
死
子
毒
解
支
立
、
共
部
督
親
属
及
部
落
征
戦
有
功
者
、
並
自
辨
北
徒
居
甘
州
。
界
」
と
あ
り
、
廻
総
の
主
要
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

は
こ
の
時
甘
州
の
界
に
枕
っ
た
の
で
あ
る
。
か
た
開
元
年
間
河
西
節
度
使
王
君
喬
と
の
不
和
に
依
っ
て
、
潮
海
大
部
督
廻
紘
承
宗
・

　
　

2
9

渾
大
得
・
賀
蘭
都
督
契
必
承
明
・
盧
山
都
督
思
結
論
國
は
そ
れ
み
χ
馥
州
・
吉
州
・
藤
州
‘
瓊
州
に
長
ま
さ
れ
｀
右
散
騎
常
侍
李
含

　
　

一

門
’
特
進
契
忍
嵩
は
廻
紘
等
と
結
婚
す
る
を
以
て
そ
れ
ぐ
撫
州
別
駕
’
連
州
別
駕
に
駈
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

゛
皿
皿
皿
心
○
一
一
｝

澱
海
・
盧
山
は
貞
観
二
１
　
一
年
賦
勒
諸
部
に
六
府
七
州
を
設
け
た
時
廻
総
・
２
　
結
に
置
か
れ
た
府
名
で
あ
っ
て
、
思
結
も
そ
の
都
督

一
族
は
甘
涼
に
徒
っ
た
と
解
さ
れ
、
賀
蘭
州
は
貞
観
六
年
内
附
せ
る
契
必
忙
置
か
れ
た
州
名
な
る
べ
く
、
則
天
武
后
の
時
徒
っ
た
契

必
は
之
に
合
流
し
た
こ
と
ｘ
思
ふ
。
蓋
し
骨
咄
縁
が
九
姓
を
破
り
、
９
１
１
ｋ
ｊ
ｉ
ｎ
の
地
に
突
厭
の
民
を
徒
し
た
と
云
っ
て
も
、
九
姓
は

突
灰
に
對
し
て
服
属
の
状
態
に
ま
で
は
立
ち
至
ら
ざ
り
し
な
る
べ
く
、
獣
啜
強
盛
と
な
り
、
恐
ら
く
廻
絶
の
禄
地
セ
レ
ン
ガ
の
流
域

に
ま
で
そ
の
経
略
が
延
び
る
に
及
ん
で
、
廻
総
の
主
要
部
は
言
言
思
結
・
渾
三
部
と
共
に
甘
涼
の
間
に
徒
っ
だ
と
推
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
獣
啜
の
在
位
期
は
西
は
突
騎
施
の
娑
葛
を
滅
し
、
東
は
契
丹
・
笑
を
役
馬
し
て
、
「
其
地
東
西
萬
餓
里
控
弦
四
十
萬
、
自



ｍ

　

頷
利
之
後
最
篤
強
盛
」
（
四
四
皿
）
と
云
ふ
が
如
き
強
盛
を
誇
る
時
期
ご

甘
涼
の
問
に
徒
る
諸
部
が
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
獣
啜
は
晩
年
に
於
て
自
ら
兵
威
を
侍
ん
で
そ
の
衆
を
虐
刑
し
、
朕

に
老
い
て
部
落
漸
く
逃
散
怨
叛
す
る
者
が
多
い
飲
態
と
な
っ
た
（
四
皿
皿
）
。
個
特
勒
碑
文
（
ワ
コ
）
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と
あ
る
の
は
、
か
ｘ
る
状
態
の
下
に
、
浜
北
に
於
け
る
九
姓
が
離
叛
し
た
と
解
さ
れ
る
。
新
唐
書
突
阪
傅
に
「
鰍
啜
討
九
姓
戦
債

北
、
゛
九
姓
潰
人
畜
皆
死
、
思
結
等
部
来
降
、
帝
官
之
」
と
あ
り
、
通
典
北
秋
傅
突
願
の
項
に
は

　
　

「
開
元
」
三
年
（
七
一
五
）
秋
賦
啜
輿
九
姓
首
領
阿
布
思
等
戦
于
債
北
、
九
姓
大
潰
人
畜
多
死
、
阿
布
２
　
命
衆
来
降
。

と
見
え
、
ま
た
冊
府
元
喩
え
七
四
外
臣
部
褒
異
篇
に
抹
れ
ば
、
開
元
三
年
１
　
月
己
未
、
北
蕃
投
降
の
九
姓
１
　
結
那
督
脚
故
・
大
首
領

解
評
移
利
殊
功
・
契
都
督
邪
没
施
・
勾
利
刹
都
督
莫
賀
突
然
・
首
領
延
陀
酢
渾
達
都
督
・
奴
頼
大
首
領
前
白
登
州
刺
史
奴
頼
孝
・
映

欧
首
領
刺
史
裴
薬
に
授
官
賜
奥
し
て
蕃
に
放
還
し
か
と
あ
る
。
九
姓
首
領
阿
布
恩
が
九
姓
恩
結
那
督
磨
散
に
常
る
べ
き
こ
迪
は
、
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

‘

に
羽
田
博
士
に
依
っ
て
指
摘
さ
れ
て
を
り
、
思
結
が
主
力
と
な
り
、
俗
評
・
・
契
’
旬
・
利
刹
・
延
陀
・
奴
頼
・
映
・
映
の
諸
部
は
之
に
附

隨
し
て
戦
ひ
、
唐
に
投
降
し
た
の
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。
四
特
勤
三
十
一
歳
の
時
Ｉ
ｚ
g
i
l
の
民
を
撃
滅
し
た
と
云
ふ
の
が
（
Ｉ
Ｎ
　
３
-
０

之
に
富
る
事
項
で
あ
る
。
開
元
四
年
賦
啜
は
北
の
方
九
姓
抜
曳
固
を
討
っ
て
濁
楽
河
に
戦
ひ
大
い
に
之
砂
撃
破
し
た
け
れ
ど
も
、
抜

曳
固
の
瑳
卒
頴
質
略
に
殺
さ
れ
、
首
を
京
師
に
逞
ら
れ
る
こ
と
～
な
っ
た
。
廻
紘
・
同
１
　
・
霧
・
抜
曳
固
・
僕
固
の
五
部
落
が
来
附
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11９

し
て
大
武
家
の
北
に
家
置
さ
れ
た
の
は
、
と
の
戦
に
開
聯
し
’
て
を
り
、
奮
唐
書
八
玄
宗
紀
、
資
治
通
鑑
共
に
戮
啜
Ｑ
戦
歿
と
五
部
落

の
来
附
を
開
元
四
年
六
月
哭
酉
の
條
に
掛
け
て
ゐ
る
。
来
附
し
た
五
部
落
の
部
酋
と
は
抜
曳
固
都
督
頷
質
略
・
同
１
　
都
督
吐
伽
末
啜
・

ｊ
審
都
督
比
言
’
伺
紘
郡
督
夷
健
顕
利
硬
゜
僕
固
都
督
曳
粉
歌
゜
謂
で
あ
ら
う
と
思
ふ
（
一
匹
四
遥
一
匹
五
）
―
闘
特
勤
眸
文
に
糠
れ
ぱ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘
⑩

闘
特
勤
三
十
一
歳
の
時

　

ｌ
ｚ
g
i
l

　

の
民
を
撃
滅
し
た
記
事
に
績
け
て
、
九
姓
と
Ｉ
ヶ
年
に
五
度
戦
っ
た
。
最
初
は
都
護
城

　

ｌ
ｏ
ｒ
ｏ
-

ｂ
ａ
ｉ
ｋ
で
戦
ひ
、
二
度
目
は
阿
鉄
Ａ
ｑ
i
ｚ
　
4
J
　
　
　
　
Ｑ
ｕ
ｓ
l
a
ｒ
ａ
ｑ
で
１
　
つ
て
撃
滅
し
、
三
度
目
は
ま
〔
…
…
〕
で
九
姓
の
民
を
破
り
、
四

度
目
は
Ｐ
匹
Ｆ
Ｒ
で
戦
巧
同
蛾
特
勒
Ｔ
ｏ
Ｋ
ａ
　
Ｔ
ｅ
ｇ
ｉ
ｎ
の
葬
式
に
際
し
て
同
羅
１
　
ｏ
ｙ
ｒ
ａ
の
一
部
落
Ａ
ｌ
ｊ
ａ
ｉ
'
ｕ
　
-
J
j
十
人
の
者
を
殺

し
、
五
度
目
は
九
路
と
こ
Ｖ
.
ｚ
ｇ
ａ
ｎ
ｔ
i
-
ｑ
ａ
ｄ
ａ
ｚ
で
戦
０
　
、
莫
賀
庫
寒
■
３
.
　
　
　
Ｍ
ａ
ｒ
ａ
-
ｑ
ｕ
ｒ
ｒ
ａ
ｎ
で
吝
ご
■
ｒ
ｉ
Ｏ
-
Ｃ
-
し
、
春
敵
意
あ
る
九
姓
に
兵
舎

を
襲
は
れ
て
危
く
難
を
免
れ
た
。
若
し
闘
特
勤
な
か
り
せ
ば
萬
事
窮
し
た
で
あ
ら
う
と
云
ふ
意
味
を
述
べ
て
ゐ
る
（
ヨ
｛
－
さ
｝
。
歌

伽
可
汗
碑
文
に
掠
れ
ば
、
九
姓
と
Ｉ
ヶ
年
に
四
度
戦
っ
だ
。
最
初
は
都
護
城
Ｔ
ｏ
ｒ
ｏ
ｂ
ａ
ｌ
ｉ
ｋ
で
戦
ひ
、
二
度
目
は
Ａ
ｎ
ｄ
ａ
ｒ
ｒ
ｕ
（
？
）
で

戦
ひ
ヽ
三
流
目
は
〔
？
乙
を
〕
で
戦
ひ
、
同
蛾
特
＠
｡
　
Ｔ
ｏ
;
ｙ
ａ
　
Ｔ
ｅ
ｇ
ｉ
ｉ
ｉ
の
葬
式
に
際
し
て
同
羅
。
一
「
ｊ
ロ
の
一
部
落
Ｙ
Ｕ
ｐ
ａ
ｒ
ｕ
　
　
　
＋
Ｗ

不
意
に
襲
う
て
拠
り
、
四
旋
目
に
Ａ
ｚ
ｇ
ａ
ｎ
ｄ
ｉ
　
Ｑ
ａ
ｄ
ａ
ｚ
で
戦
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
次
に
莫
賀
庫
塞
山
ｉ
ｖ
ｉ
ａ
ｒ
ａ
-
ｑ
ｕ
ｒ
ｒ
ａ
ｎ
で
冬
ご
も
り

し
、
春
敵
意
あ
る
九
姓
に
襲
は
れ
て
危
く
勝
っ
た
。
九
姓
の
民
は
九
姓
紛
粒
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｔ
ａ
ｔ
ａ
ｒ

　

と
聯
合
し
て
来
り
、
Ａ
ｒ
ｕ
で
二
大

戦
を
戦
っ
て
勝
ち
、
天
恵
に
依
っ
て
三
十
三
歳
の
時
に
汗
位
に
印
い
た
。
九
姓
の
民
は
そ
の
土
地
を
捨
て
ｘ
唐
に
赴
い
た
。
汗
位
に

即
い
て
、
突
翫
の
民
を
整
へ
、
九
姓
の
掠
地
を
破
壊
し
た
。
廻
結
ｕ
i
ｒ
ｕ
ｒ
の
I
l
ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｒ
は
百
人
許
り
と
東
方
に
逃
れ
た
と
云
ふ
意

味
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
閥
特
勤
・
歌
伽
可
汗
雨
碑
文
の
記
事
に
は
考
鐙
す
べ
き
励
が
、
な
ほ
あ
ゐ
Ｉ
思
ふ
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に

闘
特
勤
三
十
丁
二
歳
、
吐
伽
可
汗
三
４
　
二
・
三
歳
り
事
件
に
し
て
開
元
三
・
四
年
に
富
る
べ
く
、
’
廻
結
・
同
芦
・
省
・
抜
曳
固
‘

僕
固
の
五
部
落
が
来
附
し
た
の
も
こ
の
問
の
出
来
事
に
違
ひ
な
い
。
U
i
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
　
Ｉ
t
ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｒ
と
は
新
唐
書
回
弱
傅
に
「
明
年
攻
殺
戮
啜
、

-－３
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於
是
別
部
移
健
領
利
襲
呉
同
羅
、
霧
等
皆
米
、
詔
置
具
部
於
大
武
軍
北
」
と
あ
る
移
健
屈
利
良
に
比
定
出
来
る
か
も
知
れ
た
い
。
な

　
　

ほ
こ
χ
肥
織
啜
の
戦
歿
を
記
し
て
た
い
の
は
、
恐
ら
く
譚
み
て
避
け
し
た
る
べ
く
、
別
の
箇
所
（
コ
図
呂
）
で
は
民
の
無
知
怯
圈
に

　
　

そ
の
死
因
を
錨
し
て
ゐ
る
。

開
元
四
年
（
七
一
六
）
獣
啜
の
後
を
綴
げ
る
吐
伽
可
汗
回
ｇ
ａ
　
ｔ
ｉ
ａ
ｒ
ａ
ｎ
は
囲
特
勤
砕
文
（
目
ｊ
－
麗
）
（
一
Ｌ
如
に
大
卵
初
八
）
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と
見
え
、
恐
ら
く
九
姓
と
の
戦
で
疲
弊
し
た
民
の
上
に
可
汗
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
閥
特
勤
と
回
復
の
策
を
講
じ
て
、
樵
悴
し
た

民
に
生
気
あ
ら
。
し
め
、
民
に
衣
食
を
給
し
、
九
姓
・
契
丹
・
笑
及
び
唐
に
十
二
回
出
征
し
て
四
界
を
安
寧
に
し
敵
な
か
ら
し
め
だ
と

云
ふ
憲
味
を
次
に
記
し
て
ゐ
る
。
荷
唐
１
　
突
灰
傅
に
採
れ
ば
、
開
元
九
年
（
七
二
回
瞰
欲
谷
は
抜
悉
密
を
北
廷
に
破
り
、
兵
を
廻
ら

し
ｔ
涼
川
の
羊
馬
を
掠
め
ヽ
官
箪
大
敗
「
小
殺
「
ペ
ツ
田
是
大
振
、
霊
有
獣
啜
之
衆
」
と
見
え
、
略
■
<
<
獣
啜
の
盛
時
に
還
っ
だ
の
万

あ
る
。
荷
唐
書
九
三
王
唆
肯
に
。

　
　

突
灰
獣
啜
篤
九
姓
所
殺
、
其
下
酋
長
多
歓
塞
投
降
、
１
之
河
曲
之
地
、
俄
而
小
殺
端
立
、
降
者
浙
叛
。

と
見
え
、
唐
に
投
降
し
た
酋
長
に
も
吐
伽
可
汗
の
立
っ
て
後
漸
く
叛
く
漸
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。
叱
伽
可
汗
の
強
盛
と
共
に
九
姓
は
漸

く
名
資
備
は
る
服
鳥
の
状
態
に
な
っ
た
と
思
ふ
。
瞰
欲
谷
碑
文
（
Ｔ
２
　
Ｎ
６
３
）
に
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あ
り
、
晩
伽
可
汗
が
突
願
及
び
九
姓
の
民
を
よ
く
支
配
し
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。
ま
た
囲
特
勤
碑
文
（
回
に
）
に
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と
呼
び
か
け
る
一
句
は
、
明
白
に
九
姓
の
服
鳥
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ

‘
る
べ
思
ふ

に
則
天
武
后
の
時
廻
屹
の
主
要
部
は
契
必
・
思
結
・
渾
三
部
と
共
に
獣
啜
の
強
盛
を
避
け
て
甘
涼
の
間
を
徒
り
、
獣
啜
の
晩
年
離
叛

し
て
獣
啜
を
戦
歿
せ
し
め
た
思
結
及
び
廻
屹
・
同
羅
・
寄
・
抜
曳
固
・
僕
固
の
諸
酋
長
は
既
に
唐
に
内
附
し
て
ゐ
る
。
九
姓
の
殆
ど

各
部
族
に
亙
っ
て
漢
土
に
移
結
す
る
部
衆
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
漠
北
に
残
留
せ
る
九
姓
を
し
て
總
じ
て
著
し
く
弱
酸
化
せ
し
め
た
に

逞
ひ
な
い
。
叱
伽
可
汗
以
後
伊
然
・
登
利
・
烏
蘇
米
施
三
可
汗
を
通
じ
て
、
漠
北
に
残
留
せ
る
九
姓
に
し
て
史
上
に
現
は
れ
る
も
の

僅
か
に
同
羅
部
の
阿
布
思
に
止
る
こ
と
は
、
ま
た
以
て
九
姓
の
弱
酸
化
を
窺
は
し
め
る
に
足
る
と
思
ふ
。
晩
伽
可
汗
は
こ
の
九
姓
の

民
を
ば
突
販
の
統
一
し
た
（
？
・
）
民
と
共
に
よ
く
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
突
灰
は
叱
伽
可
汗
の
死
後
伊
然
・
登
利
・
烏
蘇
米

施
三
可
汗
が
相
楠
ぎ
、
漸
く
内
部
に
紛
貳
を
生
じ
て
、
天
賓
三
載
（
七
四
四
）
抜
悉
密
及
び
回
鸚
・
葛
蝿
蒜
の
た
め
に
滅
亡
す
る
に
至

り
、
次
い
で
回
鴉
の
隆
盛
期
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
回
鵠
の
隆
盛
と
共
に
九
姓
は
如
何
な
る
状
態
に
・
置
か
れ
た
の
で
ぢ
る
か
。

六
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元
来
回
１
　
の
主
要
部
は
則
天
武
后
の
時
獣
啜
の
強
盛
を
１
　
け
て
翌
苧
２
　
結
・
厦
二
部
と
共
に
鎖
を
度
り
甘
涼
の
間
に
徒
っ
て
ゐ

る
。
潮
海
大
部
仔
廻
紘
承
宗
二

匠
節
度
使
王
君
角
と
の
不
和
に
依
り
、
そ
れ
ぐ
崖
州
・
吉
州
・
膝
州
・
瓊
州
に
長
流
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、

廻
屹
承
宗
の
族
子
潮
お
府
司
馬
護
喩
は
開
元
十
五
年
（
七
二
四
）
衆
怨
に
乗
じ
て
王
君
角
を
殺
し
、
そ
の
戸
を
載
せ
て
吐
蕃
に
奔
ら
ん

と
九
立
凭
（
鸞
詰
問
璧
談
貼
付
或
は
王
君
負
を
殺
し
て
安
西
諸
國
朝
貢
の
道
を
梗
絶
し
、
之
を
久
し
く
し
て

突
獣
に
奔
り
、
ま
た
は
退
き
高
徳
健
山
を
保
し
た
と
記
さ
る
（
四
皿
皿
）
。
甘
涼
の
間
に
於
け
る
九
姓
の
消
息
に
就
い
て
は
、
契
必
が

涼
州
同
氏
岑
移
向
特
勒
山
に
住
す
る
と
云
ふ
以
外
（
皿
皿
四
Ｅ
に
）
、
以
後
徴
す
べ
き
記
録
に
乏
し
い
け
れ
ど
も
、
護
喩
に
従
ひ
恐
ら

く
烏
徳
健
山
に
退
い
た
部
衆
も
多
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
骨
力
裴
羅
は
印
ち
護
輸
の
子
に
営
り
、
磨
延
啜
と
共
に
突
獣
の
混
眼
に
乗
じ

て
漠
北
に
残
留
せ
る
九
姓
を
統
合
し
た
の
で
あ
る
・
回
鵠
葛
勒
可
汗
露
延
）
時
文
＾
ツ
「
と
に

　
　

ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
　
　
　
ｏ
ｒ
ｕ
ｚ
　
　
　
　
ｂ
ｕ
ｄ
ｕ
n
i
m
i
n
　
　
　
　
ｔ
i
ｒ
i
i

　
　
　
ｑ
０
ｂ
ｒ
ａ
ｔ
i
　
　
　
　
a
l
ｔ
i
m
｡

　
　
　
　

Ａ
ｉ
'
ｆ
ｅ
　
　
　
／
　
　
　
　
　
≪
Ａ
'
Ｒ
？
　
　
　
　
ａ
＾
　
　
　
ｍ
＾
ｒ
＾
＾
－

ｍ
-
ｙ
＾
ｏ

と
見
え
、
碑
文
の
記
載
順
よ
り
判
す
れ
ば
、
突
灰
の
烏
蘇
米
施
特
勒
Ｏ
ｚ
m
i
ｓ
　
Ｔ
ｅ
ｇ
ｉ
ｎ
が
可
汗
と
な
る
以
前
に
、
骨
力
裴
羅
の
子
磨

延
啜
は
既
に
九
姓
を
統
合
し
て
ゐ
る
。
突
配
の
内
部
に
は
登
利
可
汗
の
死
後
宗
族
間
に
軋
榛
が
あ
っ
て
紛
乱
し
た
。
印
ち
開
元
二
１
　

九
年
（
七
四
一
）
秋
七
月
左
殺
判
閥
特
勒
登
利
可
汗
を
殺
し
て
咀
伽
可
汗
の
子
を
立
て
、
俄
か
に
し
て
骨
咄
緑
葉
護
の
た
め
に
殺
さ
れ

更
に
そ
の
弟
を
立
て
ｘ
ま
た
殺
さ
れ
、
骨
咄
祗
自
立
し
て
可
汗
と
な
る
。
玄
宗
は
こ
の
内
気
に
乗
じ
て
左
詞
林
将
軍
孫
老
奴
に
命
じ

回
屹
・
葛
濃
緑
・
抜
悉
密
等
部
落
を
招
論
せ
し
め
（
詰
総
い
１
）
、
天
賓
元
年
（
七
四
二
）
八
月
丁
丑
抜
悉
密
等
は
骨
咄
祗
葉
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

を
攻
殺
し
、
抜
悉
密
の
酋
長
阿
史
那
施
を
推
し
て
頷
践
伊
施
可
汗
と
な
し
、
回
総
・
葛
肩
緑
は
自
ら
左
右
葉
護
と
碍
す
る
に
至
っ
た
。
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突
坂
の
飴
衆
は
共
に
判
閥
特
勒
の
子
を
立
ｔ
ｘ
烏
蘇
米
施
河
汗
と
な
し
、
そ
の
子
葛
臓
楼
を
以
て
西
殺
と
か
し
た
が
、
八
月
丁
亥
突

　
　

坂
西
藁
護
阿
布
思
・
西
殺
葛
鳳
楼
・
獣
啜
の
孫
勃
徳
支
・
伊
然
の
小
妻
・
吐
伽
・
登
利
の
女
等
部
衆
千
飴
帳
を
亭
ゐ
て
相
次
い
で
唐

　
　

に
来
降
に
「
突
坂
窟
微
」
才
言
（
齢
）
・
’
か
き
・
突
灰
の
混
気
忿
態
に
乗
じ
７
磨
延
啜
は
九
姓
の
民
を
統
合
し
た
に
違
ａ
な
い
。

　
　

常
時
九
姓
は
同
羅
部
の
阿
・
布
思
に
依
っ
て
統
轄
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
突
蕨
の
宗
族
と
共
に
唐
に
来
降
し
た
突
坂
四
望
護
阿
布
思
は

　
　
　

「
天
資
初
其
酋
帥
阿
布
思
以
萬
節
帳
家
降
」
（
皿
匹
４
　
皿
匹
）

　

と
云
ふ
阿
布
思
に
比
定
さ
る
べ
く
、
同
８
　
部
の
阿
布
思
が
突
飯
の
西
葉

　
　

護
と
し
て
恐
ら
く
九
姓
の
統
轄
に
営
っ
て
ゐ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
九
姓
の
我
が
民
を
聚
め
集
め
て
余
は
奪
っ
た
」
と
は
、

　
　

阿
布
思
の
統
轄
下
か
ら
九
姓
の
民
を
奪
取
し
た
と
云
ふ
意
味
に
解
さ
れ
、
回
総
が
葛
屑
祗
・
抜
悉
密
と
並
び
玄
宗
の
招
論
を
受
け
る

　
　

程
に
有
力
な
部
族
と
な
っ
て
ゐ
る
の
も
、
九
姓
を
奪
取
し
た
結
果
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
天
賓
三
載
八
月
抜
悉
密
は
攻
め
。
て
烏
蘇
米
施

　
　

可
汗
を
斬
り
、
國
人
そ
の
弟
鸚
朧
切
白
眉
特
勒
を
立
て
ｘ
白
眉
可
汗
と
か
し
た
が
、
會
々
回
作
・
葛
屑
縁
は
共
に
抜
悉
密
の
頷
践
伊

　
　

施
可
汗
を
攻
殺
し
、
匪
総
骨
力
裴
羅
が
、
自
立
し
て
骨
咄
縁
吐
伽
間
可
汗
と
将
す
る
に
至
っ
だ
・
新
唐
書
回
鸚
傅
に
抹
れ
ば
、
骨
カ

　
　

ー
裴
羅
は
自
ら
骨
咄
縁
吐
伽
閥
可
汗
と
将
し
、
南
し
て
突
販
の
故
地
に
｀
居
り
、
牙
を
烏
徳
勝
山
ｔ
ｌ
ｔ
ｉ
ｉ
ｋ
ａ
ｎ
昆
河
〇
ｒ
ｋ
ｈ
ｏ
ｎ

　

の
間
に
徒

　
　

し
ヽ
「
轟
有
九
姓
地
」
と
あ
る
。
九
姓
の
民
を
統
べ
、
轟
く
九
姓
の
地
を
有
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
新
遊
牧
國
家
の
基
礎
を
固
め
、

　
　

翌
天
賓
四
載
突
坂
の
白
眉
可
汗
を
殺
し
て
、
「
斥
地
愈
廣
、
束
際
室
愁
西
抵
金
山
、
南
跨
大
湊
、
書
有
突
釈
放
地
」
（
皿
匹
）

　

と
記

　
　

さ
る
Ｘ
如
く
、
盗
く
突
坂
の
故
地
を
領
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

回
競
は
九
姓
を
統
一
す
る
こ
と
に
依
っ
て
新
造
牧
國
家
の
基
礎
を
固
め
、
轟
く
突
灰
の
放
地
を
領
有
し
た
。
記
録
に
徴
せ
ら
れ
る

　
　

限
り
で
は
、
唐
初
以
来
九
姓
の
一
構
成
部
族
と
し
て
活
動
し
て
ゐ
た
回
鵠
は
、
と
Ｘ
に
至
っ
て
九
姓
を
統
轄
す
る
地
位
に
立
っ
た
の

２

　

で
あ
る
・
そ
れ
と
共
に
回
鵬
に
云
ふ
柵
呼
は
部
族
的
名
将
の
域
を
脆
し
・
て
、
國
家
的
總
轄
的
名
孵
の
性
質
を
幣
び
て
来
た
と
解
し
て
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み

　

差
支
へ
な
い
。
九
姓
躍
勒
・
餓
勒
九
姓
と
云
ふ
栃
呼
は
突
蕨
の
復
興
期
に
至
り
漸
く
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
稀
に
し
て
、
軍
に
九
姓
と
呼

　
　

ば
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
川
個
の
建
國
以
後
九
姓
回
鴉
が
之
に
代
る
べ
き
名
搦
と
な
り
、
九
姓
・
九
姓
躍
勒
・
餓
勒
九
姓
ま
た

　
　

は
そ
の
略
碍
と
な
っ
て
ゐ
る
躍
勒
の
文
字
は
、
殆
ど
史
上
か
ら
没
し
去
る
に
至
っ
た
。
の
み
な
ら
９
　
九
姓
を
構
成
し
た
諸
部
族
も
突

　
　

灰
吐
伽
可
汗
の
在
位
期
に
總
じ
て
弱
酸
化
し
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
こ
と
既
述
の
如
く
で
あ
っ
て
、
回
錆
の
建
國
以
後
に
於
て
も
部
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
・

　
　

自
服
と
し
て
最
早
活
動
し
た
痕
跡
は
な
い
。
僅
か
に
回
鴉
の
部
将
と
し
て
僕
固
仝
・
僕
固
俊
か
お
り
、
愛
騰
里
蕩
胴
締
没
密
施
合
胡

録
晩
伽
懐
信
可
汗
お
も
Ｅ
こ
映
欧
置
雛
回
濯
ず
あ
っ
た
こ
Ｅ
と
を
傅
へ
る
に
止
ま
三
雛
皿
）
。
ぐ
唐
に
内
附
レ
ｔ
河
曲
に
ゐ
だ

部
衆
に
は
、
阿
史
那
従
噌
が
説
い
て
九
姓
府
六
胡
州
の
諸
胡
散
萬
衆
を
曹
（
翌
難
伊
）
、
新
唐
書
二
一
八
沙
陀
傅
に
「
大
和

中
（
八
二
七
－
八
三
五
）
柳
公
綜
領
河
東
奏
隆
北
沙
陀
素
篤
九
姓
六
州
所
畏
」
と
見
え
、
な
ほ
九
姓
の
故
膳
を
以
て
呼
ば
れ
る
も
の
が

あ
り
、
契
必
部
は
唐
末
に
至
る
ま
で
河
曲
の
東
北
優
に
飴
喘
を
保

９
　
ま
た
唐
に
来
降
し
た
九
姓
諸
部
長
及
び
そ
の
子
孫
に
し
て
安

史
の
既
に
目
党
し
く
活
躍
す
る
者
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
喧
勒
並
び
に
九
姓
・
九
姓
喧
勒
・
躍
勒
九
姓
の
如
き
搦
呼
が
回
鸚
の
建
國
以

後
漸
く
漢
史
か
ら
消
滅
す
る
と
云
ふ
漠
北
の
趨
勢
に
使
り
な
い
の
で
あ
る
。

　

【
註
】

　

①
羽
田
博
士
「
九
姓
回
鸚
と
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｏ
;
ｕ
ｚ
と
の
開
係
を
論
す
」
東
洋
學
報
九
ノ
ー
、
五
八
頁
註
祥
①
。

　

②
P
e
l
l
i
o
t
｡
　
Ｌ
'
Ｏ
ｒ
i
g
i
n
　
ｄ
ｅ
　
Ｔ
'
ｏ
ｕ
-
K
i
ｕ
ｅ
.
　
　
　
Ｔ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ
　
Ｔ
ａ
ｏ
.
　
　
　
１
９
１
５
°
　
ｔ
?
ほ
Ｍ
ａ
ｉ
ｑ
i
;
ａ
:
ｔ
氏
は
突
灰
を
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
l
i
i
r
k
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
P
l
ｕ
ｒ
a
l
f
o
i
m
　
＊
Ｔ
ｕ
i
k
i
i
ｔ
　
'

　
　

と
解
し
て
ゐ
る
が
（
W
.
　
Ｂ
ａ
ｎ
ｇ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｊ
.
　
Ｍ
ａ
ｒ
c
j
ｕ
a
i
t
｡
　
Ｏ
ｓ
l
t
i
i
ｒ
k
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｅ
ｋ
t
ｓ
l
ｕ
ｄ
ｉ
ｅ
ｎ
.
　
ｓ
.
　
７
１
.
　
ｎ
.
　
４
.
)
古
代
ト
ル
Ｊ
語
に
か
ゝ
る
複
数
形
は

　
　

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

③
Ｂ
ａ
ｒ
ｌ
ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
｡
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
h
i
ｓ
t
ｏ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｓ
　
Ｂ
ｅ
ｄ
ｅ
ｕ
t
ｕ
ｎ
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ｄ
ｅ
ｒ
　
a
l
t
t
ｕ
r
k
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｉ
ｆ
t
ｅ
ｎ
.
　
ｓ
.
　
８
.

　

④
Ｅ
ｎ
ｓ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｐ
ａ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｓ
l
a
m
｡
　
Ｔ
ｕ
ｒ
ｋ
の
條
。
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④
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f
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２
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Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
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２
３
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２
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〇
ｓ
ｔ
t
i
i
r
k
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ｃ
ｈ
ｅ
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b
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Ｑ
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て
は
９
ａ
ｌ
ｉ
ｐ
ｈ
　
a
l
-
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ａ
ｈ
ｄ
ｉ
　
１
５
８
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１
６
９
=
Ａ
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７
５
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の
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Ｔ
ｕ
ｇ
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ｇ
ｈ
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ｚ
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桔
し
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そ
の
早
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Ｉ
ｓ
l
a
m
　
ｉ
Ｓ
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仰
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仁
と
云
ふ
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ｂ
ｎ
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ｉ
ｈ
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の
項
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ｇ
ｉ
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３
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Ｒ
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ｆ
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a
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k
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ｈ
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ｈ
ｉ
ｉ
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ｉ
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e
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t
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Ｆ
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ｇ
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｡
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１
１
６
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⑩
之
は
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Ｔ
ｈ
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ｓ
ｅ
ｎ
氏
の
讃
み
方
に
従
ふ
（
Ｔ
ｕ
ｒ
ｃ
ｌ
ｃ
ａ
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ｐ
.
　
８
０
)
°

⑥
卜
’
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ｑ
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ｎ
　
m
a
n
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ｃ
ｈ
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ｈ
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Ｆ
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ｈ
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V
i
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e
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m
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ｓ
ｅ
ｎ
｡
所
収
り
゛
Ｑ

‘

ま
吻

‘

⑩
羽
田
博
士
「
九
姓
回
骸
と
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｏ
ｙ
ｕ
ｚ
と
の
開
係
を
論
ず
」
五
八
頁
註
稀
①
を
見
よ
ｙ
な
ほ
袁
乾
が
〇
}
'
ｕ
ｚ
の
對
昔
。
に
雷
る
こ
と
は
、
同

　
　

博
士
昭
和
四
年
度
特
殊
講
義
に
て
逞
べ
ら
れ
た
こ
と
を
借
用
し
北
ノ
ー
ト
に
依
り
知
る
。

⑩
Ｒ
ａ
ｍ
ｓ
t
ｅ
ｄ
t
｡
　
Ｚ
ｗ
e
i
　
　
ｕ
i
g
ｕ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
　
Ｒ
ｕ
ｎ
ｅ
ｎ
ｉ
ａ
ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
i
f
t
ｅ
ｎ
　
　
i
n
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
Ｎ
ｏ
ｒ
ｄ
-
Ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｌ
ｅ
ｉ
.

　

所
収
の
葛
勒
可
汗
碑
文
(
ｏ
ａ
-
３
）
。
。
Ｒ
ａ
ｄ
ｌ
０
ｆ
ｆ
｡
　
Ｄ
ｉ
ｅ

　
　

ａ
Ｕ
t
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ｉ
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ｈ
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ｎ
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ｈ
ｒ
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f
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ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
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ｉ
.
　
ｓ
.
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０
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⑩
○
｝
吸
Ｚ
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Ｓ
Ｑ
Ｐ
Ｎ
ｕ
ｒ
　
Ｓ
ｏ
ｇ
ｈ
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｉ
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ｈ
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t
　
ａ
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Ｄ
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ｎ
ｋ
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ａ
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ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｋ
ａ
ｒ
ａ
ｂ
ａ
ｌ
ｇ
ａ
ｓ
ｕ
ｎ
.
　
Ｔ
ｏ
ｍ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｄ
ｅ
　
l
a
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｅ

　
　

Ｆ
ｉ
ｎ
ｎ
ｏ
-
Ｏ
ｕ
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
.
　
４
４
.
　
ｓ
.
　
１
５
.
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⑥
南
朝
側
の
記
録
で
は
高
車
を
丁
零
ま
記
は
丁
零
胡
と
記
し
て
ゐ
る
。
南
斉
１
　
五
九
首
丙
虜
傅
、
梁
書
五
四
首
首
将
を
見
よ
。

⑩
志
田
不
動
磨
氏
「
斂
和
の
内
徒
に
就
い
て
」
蒙
古
學
第
一
珊
十
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　

。

⑩
魏
書
高
ポ
傅
は
北
史
高
車
傅
を
踏
襲
し
仁
と
云
は
れ
、
太
４
　
　
御
賢
八
〇
高
車
の
條
に
は
、
北
史
曰
と
し
て
仝
く
之
と
同
じ
文
句
を
載
せ
、
勅
勣

　
　

を
勅
勒
と
な
す
の
み
。
現
行
の
北
史
は
誤
っ
て
「
北
方
以
篤
高
車
・
丁
。
零
」
と
し
て
を
り
便
宜
上
魏
書
を
引
用
し
包
。

⑩
魏
書
七
高
鳳
紀
上
、
延
興
三
年
十
有
二
月
壬
子
の
條
及
び
同
書
一
八
元
深
傅
を
見
よ
。

⑩
松
田
満
男
氏
「
高
車
御
立
年
代
孜
」
回
散
圏
一
ノ
ー
。

⑩
同
氏
「
西
突
匯
王
庭
考
」
四
、
註
七
〇
、
史
學
難
誌
四
〇
の
四
。

⑩
新
唐
書
回
鵬
侍
下
に
「
英
賀
咄
死
、
子
何
力
狗
紐
、
率
其
部
来
降
、
時
貞
槻
六
年
也
、
詔
處
之
廿
涼
間
以
其
地
碍
楡
渓
州
」
と
見
え
、
皇
輿
西

　
　

域
圖
志
三
疆
域
五
裕
勒
郎
斯
の
條
に
は
、
裕
勒
都
斯
を
契
必
の
故
地
と
見
、
こ
ゝ
に
楡
淡
州
が
置
か
れ
仁
と
解
し
て
ゐ
る
。
然
し
貞
数
二
十
一

　
　

年
漠
北
の
餓
勒
諸
部
に
六
府
七
州
を
設
け
た
時
、
契
必
に
楡
隠
州
を
置
い
た
こ
と
荷
唐
書
鏃
勒
傅
・
蒋
唐
書
廻
紘
傅
・
新
唐
書
回
鵬
傅
上
の
明
記
す

　
　

る
所
で
あ
っ
て
、
楡
淡
州
は
患
會
嬰
七
二
諸
蕃
馬
印
の
條
所
説
の
如
く
、
褐
楽
水
巳
南
に
め
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
契
茲
何
力
の
敵
地
に
楡
隠
州

　
　

を
置
い
む
と
す
る
新
唐
書
回
鵬
傅
下
の
記
事
及
び
之
に
依
っ
て
立
て
ら
れ
だ
皇
輿
西
域
圖
志
の
解
稀
は
誤
り
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
契
芯
は
開

　
　

皇
末
の
混
貳
に
際
し
て
蔀
延
陀
と
共
に
ス
ン
ガ
リ
ア
に
移
韓
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
な
ほ
と
フ
河
々
域
に
歿
留
せ
る
部
衆
の
あ
っ
た
こ
と
は

　
　

武
徳
二
年
慨
利
可
汗
が
立
つ
と
共
に
次
弟
を
以
て
延
陀
設
と
な
し
て
延
陀
部
を
掌
ら
し
め
（
四
皿
４
１
　
）
、
ま
た
貞
数
二
十
一
年
餓
勒
階
姓
と
共
に

　
　

契
芯
市
必
侯
斤
が
内
湯
し
て
ゐ
る
こ
と
に
依
っ
て
窺
ひ
得
る
と
思
ふ
。
楡
渓
州
は
印
ち
こ
の
契
必
車
必
揆
斤
に
對
し
て
置
か
れ
た
と
推
定
さ
れ

　
　

る
の
で
あ
る
ｏ
貞
観
十
六
年
冬
十
月
い
契
芯
何
力
の
弟
沙
門
は
賀
蘭
州
祁
督
に
任
じ
て
涼
州
に
居
り
（
皿
四
）
、
賀

　
１
州
が
甘
涼
に
安
置
さ
れ
仁

　
　

契
芯
に
設
け
’
だ
州
名
で
は
な
い
加
と
思
ふ
。

図
聶
典
に
「
貞
観
元
年
陰
山
以
北
蔀
延
陀
・
廻
乾
・
抜
野
古
等
十
飴
部
皆
相
率
背
叛
」
と
あ
り
、
張
公
謹
が
突
阪
可
取
之
状
を
奏
し
だ
第
二
條
に
「
叉

　
　

其
別
部
同
羅
・
僕
骨
・
廻
屹
・
延
陀
之
類
並
自
立
君
長
肺
圖
反
喧
」
に
見
え
る
。

⑩
羽
田
博
士
「
漠
北
の
地
と
康
國
人
」
支
那
學
三
の
五
。
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⑩
勿
田
博
士
「
が
姓
回
｜
Ｅ
-
*
Ｊ
　
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｏ
ｙ
ｕ
ｚ
の
開
係
を
論
す
」
二
〇
頁
註
稼
④
。

＠
岩
佐
精
一
郎
氏
「
突
朕
吐
伽
可
汗
碑
文
の
紀
年
」
東
洋
學
報
二
〇
の
四
、
九
九
頁
。

⑩
羽
田
博
士
「
九
姓
回
鴉
と
Ｔ
ｏ
ｑ
ｕ
ｚ
　
Ｏ
ｙ
ｕ
ｚ
と
の
関
係
を
論
す
」
三
八
頁
。

⑩
⑩
岩
佐
精
一
郎
氏
「
突
灰
叫
伽
可
汗
碑
文
の
紀
年
」
東
洋
學
報
二
三
の
四
、
一
〇
九
頁
。

⑩
珊
府
元
砲
九
九
五
外
臣
部
交
侵
篇
に
’
『
太
和
五
年
豊
州
刺
史
李
公
政
奏
、
寞
項
於
墨
山
刻
掠
錨
國
廻
絶
、
差
兵
馬
使
僕
岡
仝
等
字
人
認
賊
射
殺
』

　
　

と
見
え
、
新
唐
書
回
鵬
傅
に
「
大
酋
僕
固
俊
自
北
廷
撃
吐
蕃
斬
論
倚
熱
誰
取
西
州
・
輪
墨
等
械
」
と
あ
る
。

⑩
冊
府
元
砲
九
七
七
外
臣
部
降
附
篇
に
採
れ
ば
、
元
和
六
年
正
月
振
武
節
度
使
李
泳
は
黒
山
外
契
茅
部
落
四
百
七
十
三
帳
を
収
得
し
た
こ
と
を
奏

　
　

し
て
を
り
、
ま
た
新
唐
書
・
回
鵬
傅
下
契
芯
の
條
に
「
太
和
中
其
種
帳
附
於
振
武
云
」
と
見
え
る
。
な
ほ
奮
唐
書
一
六
一
劉
汚
傅
、
石
車
傅
、
同

　
　

書
一
六
二
度
簡
求
傅
、
寄
治
活
鑑
中
和
元
年
五
月
甲
子
の
條
を
參
照
せ
よ
。
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